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序 章 立地適正化計画の概要 

１ 立地適正化計画策定の背景と目的 

我が国における多くの地方都市では、これまで郊外開発が進み市街地が拡散してき

ましたが、今後は急速な人口減少が見込まれていることから、拡散した市街地のまま

で人口が減少し、居住が低密度化すれば、一定の人口密度に支えられてきた医療、福

祉、子育て支援、商業などの生活サービスの提供が将来困難になりかねません。さら

に、厳しい財政状況の下、急速に進行している社会資本の老朽化が問題となっていま

す。 

本市においても、国と同様、これまで経験したことがない少子高齢化、人口減少社

会の局面を迎えつつあり、人口構成が大きく変わることが推測されていることから、

平成 28(2016)年３月には「西脇市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。

総合戦略では、将来的な人口構造の変化を将来展望として掲げ、今後５か年で展開す

る施策についてソフト事業を中心に取りまとめていますが、長期的には少子高齢化や

人口減少にも目を配る複眼的視点を必要としています。 

国においては「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が施行され、「立地適

正化計画制度」が創設されました。この制度は、都市全体の構造を見直し、コンパク

トなまちづくりと、これと連携した公共交通ネットワークを形成するため、居住や医

療、商業などの暮らしに必要なサービス施設の立地の適正化を図るものです。 

本市においては、立地適正化計画制度を活用し、まちの持続可能性を確保するため、

平成 30(2018)年 12 月に策定した「西脇市立地適正化計画（以下「本計画」という。）」

に基づき、拠点の形成と交通ネットワークの充実による都市構造を実現し、次代につ

ながる、暮らしやすい、住みたい、住み続けたいまちを目指します。 
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２ 立地適正化計画改定の背景と方向性 

計画策定以降における社会情勢や人口動向の変化として、令和２(2020)年の新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大を契機に、新しい生活様式の普及やデジタル技術の進

展など、社会の変化が大きく加速しました。令和６(2024)年には日本の合計特殊出生

率が過去最低となる 1.15 を記録し、今後も世界に例を見ないスピードで人口減少や

少子高齢化が進行すると想定されています。本市の人口も減少を続けており、令和６

(2024)年４月には、若年女性人口が令和２(2020)年から令和 32(2050)年までの 30 年

間に 50％以上減少すると推計される自治体を指す「消滅可能性自治体」に該当すると

の報道がありました。今後は、ここからの脱却に向け、子育てしやすい環境づくりや、

今暮らしている人が住みやすいと感じるまちづくりなど、人口減少対策をバランスよ

く進めていく必要があります。 

一方で、令和２(2020)年３月には、国道 175 号西脇北バイパスが一部開通したほか、

令和３(2021)年５月には市庁舎・市民交流施設が完成し、染色工場跡地に商業施設を

誘導するなど、本計画における東の拠点整備が進んでいます。令和８(2026)年春には、

国道 175 号西脇北バイパスが開通する予定で、広域交通ネットワークがより一層強化

されることから産業的土地利用の推進が期待されるほか、令和７(2025)年２月に方針

を決定した区域区分の廃止と併せ、土地利用における課題解決につながっていくこと

が期待できます。 

本改定では、本計画策定以降の本市を取り巻く社会情勢を踏まえつつ、主に次の２

つの視点から見直しを図り、持続可能な都市の実現を目指します。 

 

１）視点１：計画の進捗状況を踏まえた見直し 

  ■ 策定後の取組：市庁舎・市民交流施設の移転 

令和３(2021)年５月に完成した市庁舎・市民交流施設は、まちなか（中心市街地）

における都市機能の充実に大きく貢献したほか、商業施設の誘導の実現に寄与し、東

の拠点整備が進みました。 

また庁舎移転の時期と併せ、公共交通ネットワークの再編が行われました。コミュ

ニティバスでは、ループバス「めぐリン」が中心部の主要な施設を循環運行し、デマ

ンド型交通乗合タクシー「むすブン」の導入及び運用開始により、中心部と郊外部を

ネットワークでつなぐことにより公共交通空白地域が解消され、公共交通の利便性が

向上しています。このほか、高齢になっても健康で元気に暮らせるまちを目指すスマ

ートウエルネスシティ（ＳＷＣ）の考えに基づく「健幸ポイント事業」等の取組が開

始されました。 
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 ■ 今後の取組：まちなか区域内の幹線道路整備 

まちなか（中心市街地）区域内の基盤整備として、(都)西脇上戸田線（通称：東西

道路）の整備を兵庫県と連携して促進しているほか、（主）西脇三田線については、市

庁舎西側の交差点改良に引き続き、兵庫県において幹線道路整備が進められています。

また、(都)和布郷瀬線（通称：南北道路）においては、令和６(2024)年度から、用地

の先行取得を行うなど、組合施行による土地区画整理事業の実施に向けた取組を進め

ています。 

 

２）視点２：防災指針の追加 

気候変動に伴う豪雨災害の激甚化・頻発化や、近い将来に発生する可能性が高いと

される南海トラフ地震が懸念されています。このような中、水害や土砂災害等の災害

リスクを踏まえた防災まちづくりを進める必要性が高まり、令和２(2020)年に都市再

生特別措置法の一部が改正されました。この改正では、「居住誘導区域にあっては住宅

の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立地の誘導を図るための都市の

防災に関する機能の確保に関する指針（防災指針）」を立地適正化計画において定める

こととされました。 
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３ 立地適正化計画の位置付け 

１）立地適正化計画の意義と役割 

立地適正化計画は、次の７つの意義と役割を果たします。 

 

① 都市全体を見渡したマスタープラン 

     立地適正化計画は、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通などの様々な都市

機能の誘導により、都市全域を見渡し、持続可能な都市構造を目指す包括的な

マスタープランです。 

   ② 都市計画と公共交通の一体化 

     居住や都市の生活を支える機能の誘導によるコンパクトなまちづくりと地域交

通の再編との連携により、『コンパクト・プラス・ネットワーク』 のまちづく

りを進めます。 

    ③ 都市計画と民間施設誘導の融合 

     民間施設の整備に対する支援や立地を緩やかに誘導する仕組みを用意し、イン

フラ整備や土地利用規制など従来の制度と立地適正化計画との融合による新し

いまちづくりが可能になります。 

    ④ 市町村の主体性と都道府県の広域調整 

     計画の実現には、隣接市町村との協調･連携が重要です。 

     都道府県は、立地適正化計画を作成している市町村の意見に配慮し、広域的な

調整を図ることが期待されます。 

    ⑤ 市街地空洞化防止のための選択肢 

     居住や民間施設の立地を緩やかにコントロールできる、市街地空洞化防止のた

めの新たな選択肢として活用することが可能です。 

⑥ 時間軸をもったアクションプラン 

     計画の達成状況を評価し、状況に合わせて、都市計画や居住誘導区域を不断に

見直すなど、時間軸をもったアクションプランとして運用することで効果的な

まちづくりが可能になります。 

⑦ まちづくりへの公的不動産の活用 

     財政状況の悪化や施設の老朽化などを背景として、公的不動産の見直しと連動

し、将来のまちの在り方を見据えた公共施設の再配置や公的不動産を活用した

民間機能の誘導を進めます。  

（出典：立地適正化計画の意義と役割（国土交通省）） 
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２）立地適正化計画で定める事項 

立地適正化計画は、都市再生特別措置法第 81 条の規定に基づき、次の事項を定める

こととされています。 

 

 

 

 

 

 

 

  ■立地適正化計画のイメージ 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土交通省ホームページ） 

   ① 居住誘導区域 

    居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持す

ることにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を

誘導すべき区域をいいます。 

   ② 都市機能誘導区域 

    都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業などの都市機能を都市の中心拠点や駅な

どを含む拠点エリアに誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率

的な提供を図る区域をいいます。 

③ 誘導施設 

    誘導施設は、都市機能誘導区域ごとに、立地を誘導又は維持すべき施設をいいま

す。施設としては、医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同

の福祉又は利便性の向上を図るための施設であって、都市機能の増進に寄与する

ものをいいます。 

   ④ 防災指針 

    防災指針は、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機

能を確保するための指針であり、当該指針に基づく具体的な取組と合わせて立地

適正化計画に定めます。  

○住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する方針 

○都市の居住者の居住を誘導すべき区域及び都市機能増進施設の立地を誘導すべき

区域（居住誘導区域、都市機能誘導区域） 

○都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設として設定する施設

（誘導施設） 

○居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能を確保する

ための指針（防災指針） 
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３）計画目標年次 

立地適正化計画は、おおむね 20 年後の都市の姿を展望し、策定するものとされてい

ます。 

本計画の目標年次は、おおむね 20 年後の令和 22(2040)年度とします。 

社会経済情勢の変化や上位計画、関連する計画の改定などに対応するとともに、計

画の進捗状況にあわせ、必要に応じて見直しを行います。 

 

４）計画の対象範囲 

都市再生特別措置法第 81 条第１項の規定に基づき、計画の対象範囲は都市計画区

域とします。 

  ■計画の対象範囲 
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４ 立地適正化計画と関連する他計画 

立地適正化計画は、居住や医療・福祉・商業、公共交通などの様々な都市機能と都

市全体を見渡した都市計画マスタープランの高度化版としての位置付けを持つ計画で

す。 

本計画は、上位計画である「第２次西脇市総合計画」や関連する「第２次西脇市都

市計画マスタープラン」との整合を図るとともに、各種関連計画との連携を図りなが

ら作成します。 

下図は、本計画の位置付けと関連計画との関係性を示したものです。次頁以降に、

関係の深い「西脇市総合計画」「西脇市まち・ひと・しごと創生総合戦略」「西脇市都

市計画マスタープラン」の概要を示します。 

  ■計画の位置付け 
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１）第２次西脇市総合計画、後期基本計画（令和７(2025)年２月策定） 

平成 30(2018)年度に策定された「西脇市総合計画」は、西脇市の最上位計画です。

基本構想、基本計画、行動計画（実施計画）により構成され、基本構想は、長期的な

展望に立ち、将来における本市の目指すべき姿を明らかにし、その実現に向けた政策

展開の基本的な方向性を示しています。基本計画は、計画期間を前期と後期に分け、

後期基本計画は基本構想の実現に向けた施策の展開方針をまちづくりの分野別に示し

ています。行動計画（実施計画）は、基本計画に定められた施策について、事業の具

体的内容を体系的にまとめたものを示しています。 

計画目標年次は、基本構想が令和 12(2030)年度、前期基本計画が令和６(2024)年度、

後期基本計画が令和 12(2030)年度です。 

  ○西脇市の都市像 

   人輝き 未来広がる 田園協奏都市 

  ○西脇市の将来像（キャッチフレーズ） 

   つながり はぐくみ 未来織りなす 彩り豊かなまち にしわき 

  ○土地利用の基本方針 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

○ 無秩序な市街化の防止と抑制 

○ 都市拠点の機能強化と土地利用の高度化 

○ 安全・安心で良好な居住環境の形成 

○ 周辺環境と調和した操業環境の保全・育成 

○ 田園環境及び自然環境の保全・活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地利用方針図 
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２）第３期西脇市まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和７(2025)年２月改定） 

本市においては、将来にわたって活力ある地域社会を維持していくため、「西脇市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」を平成 28(2016)年３月に策定し、地方創生の取組を

進めています。 

その後、全国的に人口減少は本格化し、東京一極集中が加速するなど、本市をはじ

めとした地方都市を取り巻く環境は大変厳しい状況にあり、今後もこの傾向は続くこ

とが想定されます。他方で、情報通信技術の発達には目覚ましいものがあり、Society 

5.0 時代の到来や外国人労働者の増加など、本市を取り巻く諸情勢は、目まぐるしく

変化しています。 

このような時代においても、今後の暮らしやすさや住みやすさを重視し、持続可能

で豊かな暮らしを実現するため、令和２(2020)年３月に「第２期西脇市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を策定しました。 

その後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大下におけるデジタル活用の進展、新

型コロナウイルス感染症収束後の東京圏への人口集中の再加速などを背景に、令和４

（2022）年にデジタル田園都市国家構想総合戦略が策定されたことなどを踏まえ、令

和７(2025)年２月に西脇市総合計画と一体的に、「第３期西脇市まち・ひと・しごと創

生総合戦略」を改定しています。 

計画目標年次は、令和 12(2030)年度です。 

  ○ビジョン 

   総合計画に定める将来像と共有し、「つながり はぐくみ 未来織りなす 彩り豊かな

まち にしわき」とします。 

  ○基本目標 

   ・基本目標１：未来をひらく「ひとづくり」の循環サイクルの構築 

   ・基本目標２：活力みなぎる「しごとづくり」の推進 

   ・基本目標３：魅力あふれる「まちの元気づくり」の推進 

  ○第３期総合戦略における施策の展開 

第２期西脇市まち・ひと・しごと創生総合戦略の目指す方向性を継承し、デジタ

ル技術の活用に留意の上、各基本目標の実現に向けた取組を進めます。 

基本目標１ 基本目標２ 基本目標３ 

❶ 結婚・出産・子育ての
希望の実現を支援しま
す 

❷ 魅力ある教育環境をつ
くります 

❸ 移住・定住につながる
良好な都市イメージを
発信します 

❹ 地域産業の活性化と新
たな産業の創出を進め
ます 

❺ 地域産業を支える人材
を確保・育成します 

❻ 地域資源を生かした観
光交流を進めます 

❼ ひとの元気づくりを進
めます 

❽ 活力生み出す基盤づく
りを進めます 

❾ 持続可能な地域づくり
を進めます 
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３）西脇市地域公共交通計画（令和６(2024)年３月改定） 

本計画に掲げる「コンパクト・プラス・ネットワーク」の実現に当たって、公共交

通は「ネットワーク」を担う重要な移動手段であり、特にまちなかの移動の円滑化、

交通拠点の強化など、公共交通ネットワークの再編は、コンパクトな都市の実現に不

可欠となります。 

「コンパクト・プラス・ネットワーク」のための計画制度としては、本計画と、地

域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく地域公共交通計画がありますが、

本市においても令和６(2024)年３月に「西脇市地域公共交通計画」を策定しているこ

とから、同計画と連携した取組を展開していきます。 

 

■基本方針１：ネットワークを維持する 

市民生活を支える公共交通ネットワークの維持・充実 

＜具体的な推進施策＞ 

路線バスの運行改善・運行支援、ＪＲ加古川線との連携強化、ループバス「めぐ

リン」の維持・改善、デマンド型交通乗合タクシー「むすブン」の維持・改善、

コミュニティバス「おりひめバス」の維持・改善 

 

■基本方針２：利便性を向上させる 

利用しやすい公共交通サービスの充実 

＜具体的な推進施策＞ 

利用者にやさしいバス等の利用環境の改善、パーク（サイクル）＆ライド（バス

ライド）等の推進、市内均一料金制度の継続、多頻度利用者を対象とした割引制

度の導入検討、デマンド型交通乗合タクシー「むすブン」の乗継利用割引の導入

検討、広報紙・ホームページ等を活用した情報提供、交通結節点における分かり

やすい情報提供、先進技術を活用したサービスの拡充 

 

■基本方針３：利用促進を図る 

公共交通をみんなで支える取組の推進 

＜具体的な推進施策＞ 

モビリティ・マネジメント（ＭＭ）の実施、マイレール・マイバス意識の醸成、

地域団体や住民等による駅周辺地域の活性化と利用促進、地元企業等の参画・協

力推進、様々な分野の施策との連携推進 
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４）本計画におけるＳＤＧｓの位置付け 

 

ＳＤＧｓとは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、

平成 27(2015)年９月の国連サミットで採択された、「誰一人取り残さない」持続可能で

よりよい社会の実現を目指す世界共通の目標であり、令和 12(2030)年までに達成すべ

き 17 のゴールと 169 のターゲットから構成されています。 

本計画においても、ＳＤＧｓの 17 のゴールのうち、「９ 産業と技術革新の基盤をつ

くろう」、「11 住み続けられるまちづくりを」、「13 気候変動に具体的な対策を」、「17 

パートナーシップで目標を達成しよう」の４つを念頭に、持続可能なまちづくりに取

り組みます。 

 

 

 

 

 

本計画に関連する主なＳＤＧｓの目標 
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－ 西脇市立地適正化計画 － 

第１章 西脇市を取り巻く現状と将来見通し 

    13 

第１章 西脇市を取り巻く現状と将来見通し 

１ 西脇市の概況 

１）立地状況 

本市は、兵庫県のほぼ中央部、東経 135 度と北緯 35 度が交差する「日本列島

の中心」に位置しています。 

市の南北に国道 175 号が走り、中国自動車道と接続されています。また、市

中心部から北西部にかけては国道 427 号が走っています。 

鉄道は、加古川沿いにＪＲ加古川線が通り、加古川駅（加古川市）から谷川

駅（丹波市山南町）を結んでいます。 

阪神都市圏からは 60km 圏内にあり、北は丹波市、東は丹波篠山市、南は加東

市及び加西市、西は多可町に隣接しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）自然 

本市の地形は、中国山地の東南端が播磨平野に接する地点にあり、標高 200～

600ｍの山々・丘陵に囲まれており、中央部を加古川が流れ、杉原川、野間川沿

いの平野部に集落が形成されています。気候は、瀬戸内式気候に属しており、

年間を通じて気温の較差が大きい内陸型の特徴を示していますが、比較的温暖

です。

(出典：第２次西脇市都市計画マスタープラン(H31.３)) 
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３）歴史 

中世においては、中央の貴族や寺社の荘園として繁栄し、近世においては農

業を中心とした農村集落が点在しており、江戸時代後期には農閑期の副業とし

て綿織物が作られるようになりました。 

明治期の廃藩置県の後、明治９(1876)年に兵庫県となり、明治 22(1889)年の

市制町村制施行に伴い多可郡津万村ほか５か村が誕生しました。この頃から江

戸時代以来の家内工業であった綿織物は次第に工場生産へと移り、「播州織」と

してその名が知られるようになりました。 

織物産業の成長と鉄道の開通に伴い、播州鉄道西脇駅前の耕地整理が終了し

た西脇区を中心に住宅や商店が立ち並び、杉原川左岸のまちなみと一体となり

新たな市街地が形成されたことから、大正６(1917)年に津万村が町制施行し、

西脇町となりました。 

戦後、織物・釣針産業の興隆を背景に、県内の内陸部で最も早い昭和 27(1952)

年４月に、歴史的・経済的につながりの深い西脇町・日野村・重春村・比延庄村

の多可郡１町３村が合併し、旧西脇市が誕生し、さらに昭和 29(1954)年３月に

は、加西郡芳田村を編入し、播磨内陸地域の拠点都市として発展を遂げてきま

した。 

旧黒田庄町は明治期に多可郡黒田庄村となり、以来合併することなく、昭和

35(1960)年１月に町制施行し、黒田庄町となりました。 

平成 17(2005)年 10 月、地理的・歴史的・経済的につながりの深い両市町が新

設合併し、新「西脇市」が誕生し、現在に至ります。 

 

 
 
 

■市域の変遷 

(出典：西脇市ホームページより作成) 

津万村 
  
 
日野村 
 
 
重春村 
 
 
比延庄村 
 
 
芳田村 
 
 
 
黒田庄村 

西脇町 
(T６(1917)年改称) 

西脇市 

(S27(1952).４.１) 

西脇市 

(H17(2005).10.１) 

黒田庄町 
(S35(1960).１.１) 

(S29(1954).３.30 編入) 

(徳部野地区(S49(1974).４.１中町との境界変更) 

(M22(1889)年) 
【市制町村制】 
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４）地域の区分 

本章１－３）までの本市の地理、歴史など都市の成り立ちを踏まえ、「西脇市

都市計画マスタープラン」では、７つの地域に区分し、地域別構想を定めてい

ます。 

本計画の対象範囲は、前章３－４）で示したとおり、都市計画区域（西脇地

区、津万地区、日野地区、重春・野村地区、芳田地区の全域と、比延地区の一

部）となりますが、本市全体を見渡す必要性から、本計画では、下図に示す７

つの地域区分を踏まえ、市全域の現状などを把握します。 

 

■地域区分 
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２ 人口の動向 

１）人口の現状 

（１）人口の推移 

本市の人口について、国勢調査を基に、近隣・類似団体※との比較や年齢３区

分別の人口の動態について整理します。 

本市の人口は、平成７(1995)年以降減少傾向となっており、令和２(2020)年

の人口は、平成２(1990)年時点の 84％となっています。近隣・類似団体も、加

東市以外は減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総人口は、昭和 35(1960)年をピーク（約 51,000 人）として減少に転じ、昭和

45(1970)年から平成７(1995)年まで約 46,000人程度で横ばい期が続いていまし

た。年少人口及び生産年齢人口が減少傾向の一方で、高齢者人口（65 歳以上）

は一貫して増加傾向となっており、平成７(1995)年に年少人口を上回ってから

その差は拡大しています。 

年齢階級別人口移動の状況をみると、特に 20 歳代の転出超過が目立ち、その

前後の年代でも転出超過となっています。これは、大学進学や高校・大学卒業

後の就職などが影響していると考えられます。 

  

※類似団体：人口や産業構造により国が市町村を分類するもので、令和６(2024)年の兵庫県内 
      の類似団体は、赤穂市、小野市、加西市、朝来市、宍粟市、加東市です。 

(出典：国勢調査より作成) 
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数

（年度）

三木市

小野市

加西市

加東市

多可町

赤穂市

丹波篠山市

丹波市

朝来市

宍粟市

西脇市

各市の H２(1990)年時点の人口を「1.00」とし、 
個別指数により比較 

■近隣団体と類似団体の人口推移 
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※H17 年以前の人口は、旧西脇市と旧黒田庄町の人口を合算したもの。 

(出典：総務省住民基本台帳人口移動報告より作成) 

■令和６(2024)年 転出超過数(年齢別) 

人
口
｟
人
｠ 

(出典：国勢調査より作成) 

横ばい期 

(総人口) (年少人口) (生産年齢人口) (高齢者人口) 

13,059 

2,033 

51,173 

逆転 

減少 

38,673 

21,022 

13,066 

4,585 

増加 

減少 

42,516 

27,424 

45,718 

29,083 

9,409 

7,226 

■総人口/年齢３区分別の人口推移(人数) 

転
出
超
過
数(

人) 

転
入
・
転
出
者
数(

人) 
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（２）人口分布 

人口は、令和２(2020)年国勢調査を基に総人口（38,673 人）と年齢３区分の

都市全体における分布状況を整理しました。 

人口分布は、国土交通省国土技術政策総合研究所が提供する「将来人口・世

帯予測ツール※」を用いて、100ｍメッシュに配分した推計データを用いて作成

しています。 

加古川、杉原川、野間川の各河川合流部における市街化区域を中心に、西脇、

津万、日野、重春・野村の４地区に人口の約７割が分布しています。 

国勢調査では、都市的地域を表す指標として、人口密度が 40 人/ha 以上の基

本単位区が互いに隣接して人口が 5,000 人以上となる地区を「人口集中地区（以

下「ＤＩＤ区域」という。）」と設定しています。市街化区域内は、おおむねＤＩ

Ｄ区域に設定されていますが、この都市的地域を表す基準といえるＤＩＤ基準

（40 人/ha）（100ｍメッシュ当たり 40 人以上）の人口密度に満たないエリアも

あります。 

※本ツールは、小地域（町丁・字）を単位とした将来人口・世帯予測ツールで、予測結果の

100ｍメッシュへの配分も可能となっている。策定当初は、国勢調査４次メッシュ（500ｍ

メッシュ）で集計された統計データと、４次メッシュを 100ｍメッシュに配分するという

計算を行っており、今回の計算とは手法が違う点に留意を要する。 
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■令和２(2020)年/総人口/100m メッシュ 

(出典：国勢調査(R2)より作成） 
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年齢３区分別の人口分布状況は、いずれの場合も総人口と同様、市街化区域

に集中しており、その市街化区域内においても年少人口や生産年齢人口、高齢

者人口を比較すると年少人口が最も少なくなっています。 

■令和２(2020)年/年少人口/100ｍメッシュ 

(出典：国勢調査(R2)より作成） 

(出典：国勢調査(R2)より作成） 

■令和２(2020)年/生産年齢人口/100ｍメッシュ 
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■令和２(2020)年/高齢者人口/100ｍメッシュ 

(出典：国勢調査(R2)より作成） 
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（３）ＤＩＤ区域 

ＤＩＤ区域は、面積が昭和 35(1960)年時点から平成 22(2010)年にかけて約３

倍に拡大しています。ＤＩＤ区域面積は、昭和 40 年代に急拡大した後、しばら

くは横ばいで推移していましたが、平成 12(2000)年にまちびらきをした茜が丘

（重春・野村地区）への人口集積の影響により、平成 22(2010)年に再び増加し

て約 450ha となりました。しかし平成 22(2010)年以降、ＤＩＤ区域面積は減少

傾向にあり、平成 27(2015)年から令和２(2020)年にかけては、重春・野村地区

の一部で拡大したものの、中心部の市庁舎周辺は縮小しています。 

ＤＩＤ区域内の人口は、昭和 35(1960)年から令和２(2020)年にかけて約 1.2

倍の増加となっており、人口密度は 82.3 人／ha から 34.1 人／ha に低下してい

ます。 
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DID区域内の人口 DID区域外の人口 DID区域の面積

（人） （ha）DID区域
の面積

DID区域
内の人口

人口密度

西暦 和暦 （ha） （人） （人/ha）
1960 S35 147 12,098 82.3
1965 S40 110 9,495 86.3
1970 S45 238 13,635 57.3
1975 S50 347 14,780 42.6
1980 S55 383 14,151 36.9
1985 S60 384 13,588 35.4
1990 H02 410 13,554 33.1
1995 H07 408 13,753 33.7
2000 H12 408 14,016 34.4
2005 H17 407 13,245 32.5
2010 H22 449 14,977 33.4
2015 H27 445 15,144 34
2020 R02 437 14,886 34.1

統計年

ＤＩＤ区域 

面積約３倍 

■ＤＩＤ区域 

減少 

＜昭和 35 (1960)年＞ ＜平成 22(2010)年＞ 

(出典：国土交通省国土数値情報より作成) 

■ＤＩＤ区域の人口、面積・総人口 ■ＤＩＤ区域の変遷 
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少 
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＜平成 27(2015)年＞ 
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２）人口の将来推計 

（１）将来の人口の推移 

令和２(2020)年以降の将来人口は、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社

人研」という。）の「日本の地域別将来推計人口（令和５(2023)年推計）」（以下

「社人研推計」という。）によると、令和 22(2040)年で 28,441 人と大きく減少

（約 26％）すると推計されています。年齢３区分別にみると、年少人口は 2,075

人減少、生産年齢人口は 7,432 人減少します。高齢者人口も 725 人減少します

が、高齢化率は増加します。 

策定当初の推計においては、令和 22(2040)年時点で 29,823 人と推計されて

いたことから、人口減少が加速しているものと考えられます。 

なお、社人研推計は、令和２(2020)年の国勢調査を基に、社人研が設定した

本市の「生残率」、「純移動率」、「子ども女性比」、「０-４歳性比」の仮定値を用

いて男女５歳階級別人口を推計したものです。 

 

 

 

 
  

 

(推計値） 

高齢者人口（65 歳以上） 
生産年齢人口（15～64 歳） 
年少人口（14 歳以下） 

13,066 人 
高齢者人口割合 34％ 

21,022 人 
生産年齢人口割合 54％ 

4,585 人 
年少人口割合 12％ 

2,510 人(-741 人※) 
年少人口割合 9％ 

38,673

総人口 
約 26％減少 

28,441 人 

13,590 人(-902 人※) 
生産年齢人口割合 48％ 

12,341 人(+261 人※) 
高齢者人口割合 43％ 

(出典：【S25～R2】国勢調査より作成 

(出典：【R7～R22】社人研推計より作成) 

人
口(

人)
 

▲725 
 

■将来人口の推移 

※ ( ）内の数値は前回推計との差を示す 
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（２）将来の人口分布 

社人研推計によると、令和 22(2040)年の人口分布は、下図のように推測され

ます。市街化区域内ではＤＩＤ基準（40 人/ha）を満たす赤色のエリアが、特に

市街化区域東部で減少すると推測されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

■令和 22(2040)年/総人口/100ｍメッシュ 

(出典：国土交通省国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール(R2 国調対応版)」より作成) 

■令和２(2020)年/総人口 
     (拡大図：100m メッシュ) 
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（３）これからの人口増減 

令和２(2020)年から令和 22(2040)年にかけ、市域全体で人口減少、人口密度

の低下が進むと推測されます。 

 
 
 
 
 
 
  

■令和２(2020)年→令和 22 年(2040)年/総人口増減/100m メッシュ 
  

(出典：国土交通省国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール(R2 国調対応版)」より作成) 
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３）高齢化率の分布 

令和２(2020)年の高齢化率は、市全体平均では 34％ですが、市街化区域内におい

てもメッシュ当たりの高齢化率が 40％を超えるエリアが存在します。また、市街化

区域外では、高齢化率 50％以上のエリアもみられます。 

令和 22(2040)年の高齢化率は、市全体平均では 43％です。市街化区域内におい

ても高齢化率が 50％を超えるエリアがみられ、山間部の集落では、高齢化率 50％

を超えるエリアが多く発生すると推測されます。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

■令和２(2020)年/高齢化率/100m メッシュ 

(出典：国勢調査(R2)より作成) 

■令和 22(2040)年/高齢化率/100m メッシュ 

(出典：国土交通省国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール(R2 国調対応版)」より作成) 
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３ 都市の動向 

１）都市計画区域の状況 

（１）都市計画区域 

本市は、旧西脇市の大部分が都市計画区域に属し、比延地区の一部と黒田庄

地区の全域が都市計画区域外となっています。都市計画区域の約１割が市街化

区域、市街化区域の過半がＤＩＤ区域となっています。 

なお、都市計画法における区域区分の設定について、令和７(2025)年２月に

区域区分を廃止する方針を決定しました。 

 

 

 

  

■西脇市の都市計画区域及び市街化区域 
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（２）市街化区域 

本市は、農業を中心とした暮らしから、織物産業の興隆と鉄道の開通により、

耕地整理が終了した加古川と杉原川に囲まれたエリアに市街地が形成され、産

業や人口が集積してきました。織物産業の発展・成長を経て、まちなみが形成

された結果、準工業地域が比較的広く指定されており、混在型の土地利用とな

っています。その後、西は山の裾野まで、南は野間川まで徐々に市街地が広が

り、現在の市街化区域となっています。東西約２km、南北約４km と、市全域か

ら考えると比較的コンパクトな市街化区域に、文化、教育、福祉・医療施設な

どの都市機能が集積しています。また、生活利便施設は、主に市街化区域の外

縁部に多く立地しています。 

一方、地場産業の停滞や鉄道の廃線、ロードサイド型の大型商業施設の立地

などにより、特に市街化区域東部において、人口減少や高齢化が進行していま

す。さらに、ロードサイド型の大型商業施設の撤退などもあり、市街化区域全

体で空洞化が進行しています。 

市街化区域東側は、急速な市街化が進んだ結果、狭あいな道路に囲まれた木造

の密集した市街地が形成されていますが、令和３(2021)年に市庁舎・市民交流

施設が整備され、都市計画道路の整備も進んでいます。一方、北西部は、幹線

道路に挟まれた田畑や

工場跡地の土地利用転換

などにより住宅地や商業

地が広がっています。ま

た、南西部においては、学

校教育施設が多く立地す

る文教地区であり、比較

的若い世代が多く住む新

興住宅地が広がっていま

す。 

 

 

  

■都市計画図 
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・西側(緑風台)の開発が進む。 

昭和 55(1980)年４月 

・西側はまだ山が残る。 

昭和 22(1947)年 10 月 

■市街化区域内の都市の変遷 

現市街化区域 

平成 21(2009)年５月 

平成２(1990)年★ＪＲ鍛冶屋線廃線、野村駅→西脇市駅へ改称 
平成５(1993)年★ネーブルショッピングタウン完成 

平成８(1996)年★アピカ西脇竣工 
平成９(1997)年★センティア西脇開設 
平成 12(2000)年★ニュータウン茜が丘まちびらき 

昭和 45(1970)年★市立西脇病院完成 
昭和 46(1971)年★童子山公園起工 
昭和 49(1974)年★県立西脇高校移転 

大正２(1913)年★播州鉄道 国包(現厄神)～西脇間開通 
大正 13(1924)年★播但鉄道 鍛冶屋・谷川まで開通 

・市街化区域の外縁部に都市機能の集積が進む。 

(出典：国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスより作成) 

～令和～ 

令和３(2021)年★市庁舎・市民交流施設完成 
 

 

平成 25(2013)年★カナート西脇閉店  

平成 27(2015)年★茜が丘複合施設「Miraie（みらいえ）」オープン 

昭和 28(1953)年★国鉄西脇駅舎完成 

昭和 44(1969)年４月 

約２km 

約４km 
昭和 43(1968)年★新庁舎完成 

・西側は開拓が進むが、田んぼが多い。 

・鍛冶屋線が市内を縦断していた時代。 

～大正～ 

～昭和～ 

～平成～ 
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２）土地利用の概況 

土地利用現況として、国土交通省の国土数値情報（３次メッシュ）を用い、

昭和 51(1976)年と令和３(2021)年の建物用地や田、その他農用地、森林の分布

状況を整理しました。 

加古川、杉原川、野間川の各河川合流部に広がる平野部を中心に市街地が形

成され、上流部の河川沿いの平野部に田畑、集落が広がっていることが分かり

ます。また、昭和 51(1976)年から令和３(2021)年までの 45 年間で、河川の合流

部を中心に田の面積が大きく減少し建物用地に転用されています。市全域では、

45 年間で建物用地面積が約 1.7 倍に拡大しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内 外
田 約1,320ha 約20ha 約1,300ha

その他の農用地 約20ha 約0ha 約20ha
森林 約9,340ha 約20ha 約9,320ha
建物用地 約1,330ha 約490ha 約840ha

全体
市街化区域

■令和３(2021)年/土地利用現況図/100m メッシュ 

(出典：国土交通省国土数値情報より作成) 

約 1.7 倍 

※建物用地が占める割合 
(①約 490ha/市街化区域面積：607ha×100)＝約 80.7％ 
(②約 840ha/市街化区域外の面積：12,637ha×100)＝約 6.6％ 

(出典：国土交通省国土数値情報より作成) 

※面積：1メッシュ=1ha で計測 

内 外
田 約1,780ha 約150ha 約1,630ha

その他の農用地 約80ha 約40ha 約40ha
森林 約9,490ha 約110ha 約9,380ha
建物用地 約780ha 約290ha 約490ha

全体
市街化区域

■昭和 51(1976)年/土地利用現況図/100m メッシュ 

① ② 

※面積：1メッシュ=1ha で計測 
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市街化区域における土地利用の動向について、都市計画基礎調査を基に現況

図を示します。市街化区域においては、特に東部において、住居系・商業系・工

業系の混在した土地利用となっています。一方、北西部は、幹線道路に挟まれ

た田畑や工場跡地の土地利用転換などにより、住居系や商業系の土地利用が進

んでいます。また、南西部においては、学校教育施設が多く立地する文教地区

であり、比較的若い世代が多く住む新興住宅地が広がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■令和４(2022)年/土地利用現況図 

(出典：都市計画基礎調査(R4 年度)より作成) 
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３）建物などの概況 

（１）建物の立地状況 

都市計画基礎調査の情報より、市街化区域内における建物の立地状況を整理

しました。住居施設は、市街化区域全域に立地しています。市街化区域南西部

は、主として住居施設が立地しています。また、商業施設は、駅周辺よりも、下

の図中①に示す道路沿道に多く立地しています。工業施設は、下の図中②に示

す準工業地域を中心に多く立地しています。 

本市は、織物産業の発展・成長を経て、まちなみが形成された結果、特に市

街化区域東部において、住居・商業・工業施設が混在して立地しています。播

州織の低迷とともに、居住施設が多く残り、今後、人口減少の更なる進行に伴

い空き家・空き工場などの増加が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■建物用途分布図 

(出典：都市計画基礎調査(R4 年度)より作成) 

(出典：西脇市都市計画総括図より作成) 

芳田 
地区 西脇地区 

①商業施設 
  集積エリア 

②工業施設 
  集積エリア 日野地区 

津万地区 

重春・野村地区 
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（２）空き家の状況 

｢西脇市空家等対策計画(令和５(2023)年３月改定)｣や「西脇市住生活基本計画改定

版(令和５(2023)年３月)」を参考に、空き家件数や分布状況を整理します。 

空き家の件数と空き家率は横ばい傾向ですが、策定当初と同様、空き家率は兵庫県や

全国平均を大きく上回っています。地区別の空き家率は西脇地区が最も高く、策定当初

（12.2％）と比較しても上昇しています。 

新規の住宅（持家）は減少傾向にあります。 

 
  

■空き家分布図 

(出典：西脇市空家等対策計画(R5.3 改定)) 

重春 

芳田(22) 

野村(40) 

重春(145) 

西脇(324) 

日野(110) 

黒田庄(191) 

比延(73) 

津万(158) 

※地区名の( )内は、地区ごとの空き家等の件数です。 

※老朽度判定結果が 100 点以上は、老朽化が進んだ空き家

等です。 
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■住宅着工状況 

 (出典：西脇市住生活基本計画(R5.3 改定)) 

 

■空き家件数 ■空き家率 

図 H20      H25       H30 

  （2008）  （2013）   （2018） 

 

(出典：西脇市空家等対策計画(R5.3 改定)) 

 

空
き
家
率 

H29     H30     R1      R2     R3 

（2017） （2018） （2019） （2020） （2021） 

住
宅
着
工
件
数 

 (出典：西脇市空家等対策計画(R5.3 改定)) 

 

■地区別空き家等数 

空
き
家
件
数 

図 H20      H25       H30 

  （2008）  （2013）   （2018） 

 

(出典：西脇市空家等対策計画(R5.3 改定)) 
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４）都市機能の立地状況 

都市機能は、市資料や国土数値情報（国土交通省）等を参考に、公共施設や生活関連

施設の分布状況を整理しました。 

なお、商業・医療施設など各施設の立地状況図に掲載している勢圏は一般的な徒歩圏

である 800ｍで設定し、高齢者福祉施設については、500ｍで設定しています。 

 

（１）商業施設 

市内の商業施設は、食品スーパーが８施設、ホームセンターが２施設、ドラッグスト

アなどが 10 施設、コンビニエンスストアが 14 施設立地しています。 

商業施設の多くが市街化区域内に立地しており、第１次・第２次商圏によって市街化

区域全域をカバーしている状況です。 

 

  
  

第 1次商圏は、徒歩で 
  10～15 分：80m/分⇒800m 
第 2 次商圏は、自転車で 
  10～15 分：200m/分⇒２km 

第１次商圏 

第２次商圏 

施設から２km 

施設から 800ｍ 

(出典：ネット調査などにより作成) 

■商業施設(令和７(2025)年１月時点) 
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（２）医療施設 

医療施設は、総合病院が津万、黒田庄地区に各１施設立地しています。診療所につい

ては、津万、日野、重春・野村、芳田、比延、黒田庄地区にそれぞれ立地しています。 

市立西脇病院は兵庫県地域医療再生計画において救急医療連携を図るため、北播磨

圏域北部の二次救急拠点病院として位置付けられています。 

市内の診療所は、比較的人口が集積しているエリアに立地しています。また、市街化

区域内は、一般的な徒歩圏（800ｍ）でおおむねカバーされています。 

診療科別では、内科 11か所、外科１か所、産婦人科２か所、小児科４か所、整形外

科３か所が立地しています。内科は、市街化区域内を一般的な徒歩圏（800ｍ）でカバ

ーできていますが、外科、産婦人科、小児科及び整形外科は、市街化区域内でも一般的

な徒歩圏（800ｍ）でカバーできていません。 

今後、人口減少と高齢化率の上昇がさらに進む中、特に市街化区域から離れた場所に

居住されている方にとって、徒歩での通院が難しい状況にあります。 

 

  

(出典：高齢者べんり帳(R6 年度～R8 年度版)、ネット調査などにより作成) 

※施設圏域は、一般的な徒歩圏である 800ｍで設定 

施設から 800m 

■医療施設(令和７(2025)年１月時点) 
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（３）高齢者福祉施設 

高齢者福祉施設は、市街化区域内に多く立地していますが、市街化区域から離れるに

したがって施設数が少なくなっています。 

 

  
■高齢者福祉施設 

※施設圏域は、一般的な高齢者の
徒歩圏である 500ｍで設定 

施設から 500m 

(出典：高齢者べんり帳(R6 年度～R8 年度版) 
西脇市ホームページ(高齢者のための窓口相談) 
介護保険サービス事業者一覧表(R4.4) 
西脇市内の介護保険施設(R1.11)より作成) 
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 （４）主要施設 

子育て支援施設は、幼保連携型認定こども園が８園、認可外保育所が４所立地してい

ます。平成 29(2017)年度に新設された市立幼稚園は、令和４(2022)年度末には閉園と

なりました。 

学校教育施設は、市内に小学校が８校、中学校が４校、高等学校が３校立地していま

す。 

スポーツ・レクリエーション施設は、市内にスポーツ施設が 18施設、レクリエーシ

ョン施設が７施設立地しています。 

文化施設は、西脇地区に２施設立地しており、集会施設は、西脇、津万、日野、重春・

野村、芳田地区に９施設、黒田庄地区に５施設が立地しています。 

行政関連施設は、日野、津万、黒田庄地区にそれぞれ１施設立地しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

(出典：子育て支援ガイドブック(R6)より作成) 

※施設圏域は、一般的な徒歩圏である 800ｍで設定 

施設から 800m 

■子育て支援施設 
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施設から 800m 

■学校教育施設 

(出典：西脇市 HP「小学校・中学校一覧」、兵庫県教育委員会 HP「県立学校一覧」より作成) 

(出典：西脇市 HP「スポーツ施設一覧」「レクリエーション施設」より作成) 

※施設圏域は、一般的な徒歩圏である 800ｍで設定 

■スポーツ・レクリエーション施設 

※施設圏域は、一般的な徒歩圏である 800ｍで設定 

施設から 800m 
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■行政関連施設 

(出典：西脇市公共施設等総合管理計画(R5.3)より作成) 

施設から 800m 

(出典：西脇市公共施設等総合管理計画(R5.3)より作成) 

施設から 800m 

※施設圏域は、一般的な徒歩圏である 800ｍで設定 

■文化・集会施設 

※施設圏域は、一般的な徒歩圏である 800ｍで設定 
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５）産業など 

（１）産業 

令和３(2021)年の事業所数は 2,073 事業所、従業者数は 15,430 人となっています。

平成 13(2001)年以降、事業所数は一貫して減少傾向にあり、従業者数は平成 18(2006)

年に一時的に増加しましたが、その後は減少に転じています。１事業所当たりの従業

者数は 7.4 人となっており、市内には小規模な事業所が多いことがうかがえます。 

事業所数、従業者数の分布を以下に示します。事業所及び従業者は、市街化区域内

に広く分布しています。 

  

2,986 2,941

2,829

2,677

2,412

2,245

2,073

19,566 19,404

20,000

19,433

17,718

15,638 15,430

12,500

15,000

17,500

20,000

22,500

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

H13

(2001)

H16

(2004)

H18

(2006)

H21

(2009)

H24

(2012)

H28

(2016)

R3

(2021)

従
業
者
数
（
人
）

事
業
所
数
（
事
業
所
）

事業所数 従業者数

6.6 7.1 

 

7.3 

■事業所数・従業者数の推移 
 

7.3 6.6 

１事業所当たりの従業員数(人) 

(出典：経済センサス－活動調査(R3)より作成) 

7.0 7.4 

■事業所数の分布/500m メッシュ 

(出典：事業所・企業統計調査、経済センサス) 
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(出典：経済センサス－活動調査(R3)より作成) 

 

■従業者数の分布/500m メッシュ 
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（２）市内総生産額 

平成 17(2005)年度以降の市内総生産額（名目）は、市内の主要産業となっていた半

導体製造業の生産量減少や工場撤退等によって、平成 26(2014)年度頃までは減少傾向

にありましたが、近年は緩やかに回復しています。 

市内総生産額（名目）における第２次産業の構成比率は、平成 23(2011)年度に 24.0％

にまで低下したものの、近年は 30％台に回復しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

■市内総生産額と産業構成比の推移 
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（３）地場産業 

本市の地場産業は播州織と播州釣針です。 

播州織の生産数量・生産金額は、平成 14(2002)年には約１億２千万㎡・約 541 億円

でしたが、令和４(2022)年には約１千万㎡・90億円となっており、生産数量は 20 年で

約 10分の１に減少、生産金額は２割以下に減少しています。 

播州織業界（織布・染色・加工・産元）の組合員数（社数）・従業者数は、平成 14(2002)

年には 432 社・2,758 人でしたが、令和４(2022)年には 124 社・989 人となっており、

20 年で組合員数は約３割、従業者数は約４程度にまで減少しています。 

農家の副業として導入され発展してきた播州釣針は、生産数量、生産金額ともにほ

ぼ横ばいで推移していましたが、平成 28(2016)年以降は増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■播州織業界の組合員数(社数)・従業者数の推移 ■播州織の生産数量・生産金額の推移 
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■播州釣針の生産数量・生産金額の推移 
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６）公共交通ネットワークの状況 

公共交通は、｢西脇市地域公共交通計画(令和６(2024)年３月)｣を参考に、鉄道、路

線バスのほか、コミュニティバスとして「おりひめバス」、ループバスの「めぐリン」、

デマンド型交通乗合タクシーの「むすブン」について整理、分析しています。 

（１）鉄道の状況 

本市の中央をＪＲ加古川線が通っており、加古川方面や丹波方面への広域的な移動

を支えています。市内７駅の１日当たりの合計乗車人数は令和元(2019)年度まで緩や

かに増加していました。その後、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大きく

減少したものの、回復の兆しが見られ、令和５(2023)年度で 812 人/日（約 30 万人/年）

となっています。１日当たりの運行本数は、西脇市駅より粟生・加古川方面に 19 本、

西脇市駅より谷川方面に９本となっています。 

  

比延駅 
13 人/日 

黒田庄駅

16 人/日 

■西脇市における鉄道の概要 
R４年度乗車人数/日 
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■鉄道の１日当たり乗車人数の推移 
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(出典：西脇市地域公共交通計画(R6.3)より図面作成) 

日本へそ公園駅

10 人/日 

黒田庄駅 

21 人/日 



－ 西脇市立地適正化計画 － 

第１章 西脇市を取り巻く現状と将来見通し 

46 

（２）高速バス、路線バス、コミュニティバスの状況 

本市と大阪府を結ぶ高速バスについては、神姫バス西脇営業所から西脇（アピカ）

を経由し、大阪方面に直結しており、休日と平日ともに６時頃から 17 時頃まで６本運

行しています。 

路線バスは、西脇市駅、西脇（アピカ）、市立西脇病院、神姫バス西脇営業所を中心

に日野、芳田地区経由で多可町と結ばれています。バス停別乗降者数は西脇（アピカ）

が 72人/日で最も多く、次いで西脇市駅 59 人/日、西脇工業高校前 41 人/日、西脇高

校北 29 人/日と商業施設、駅周辺、高等学校前の利用が多くなっています。乗降者数

１人/日未満の利用が少ないバス停もみられます。 

路線バス乗車人数は、平成13(2001)年度の252万人/年から減少し続け、令和２(2020)

年度には新型コロナウイルス感染症拡大の影響により 83 万人/年にまで大きく減少し

ました。その後やや回復し、令和５(2023)年度は 96 万人/年となっています。 

コミュニティバスは、令和３(2021)年度に再編され、主に比延地区と市街地を結ぶ

「おりひめバス」、市街地内の主要な施設を循環運行する「めぐリン」、自宅付近など

の指定場所と公共施設や医療施設など市が登録した場所の間を送迎「むすブン」が運

行しています。 

コミュニティバスは、デマンド型交通乗合タクシー「むすブン」が導入されたこと

により、令和５(2023)年度の乗車人員は約 6.1 万人/年度となり、新型コロナウイルス

感染症拡大前の令和元(2019)年度より約 2.9 倍に増加しています。 
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■路線バスのバス停別乗降客数（１日当たり） 

（出典：西脇市地域公共交通計画(R6.3)） 

加美中線・大屋線・中黒田線・八千代加西線 

：令和４(2022)年４月１日～令和５(2023)年３月 31 日の１年間 

社方面路線（西脇～三宮線・ 西脇～社線・西脇～電鉄小野線・社高校線） 

：令和３(2021)年 10 月１日～令和４(2022)年９月 30 日の１年間 

（社高校線は、令和４(2022)年４月１日～令和５(2023)年３月 31 日の１年間 
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＊１ 西脇営業所が担当する全ての路線に係る数値を計上 
＊２ 平成 24(2012)年 10 月１日に一部の路線が神姫バス㈱から神姫グリーンバス㈱に移管された。神姫グリーンバス

㈱は令和４(2022)年 10 月に㈱ウエスト神姫と合併し、㈱ウイング神姫として運行を開始 
＊３ 平成 24(2012)年以降は、神姫バス㈱、㈱ウイング神姫の合計 
 

■路線バスの１年当たり乗車人数の推移 
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■コミュニティバスの１年当たり乗車人数の推移 

＊１ 各年度は、前年の 10 月から当年の９月までの値 

＊２ 「しばざくら号」、「つくしバス」は、令和 3年(2021)年３月まで運行 
「めぐリン」、「むすブン」は、令和４(2021)年４月から運行 

＊３ 「むすブン」は、予約システムによる集計値 

(出典：西脇市統計書(R6 年度版)) 
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（３）代表交通手段分担率の状況 

平成 12(2000)年、平成 22(2010)年、令和３(2021)年における代表交通手段分担率を

整理しています。 

代表交通手段は、自動車利用割合が増加し徒歩割合が減少しています。策定当初と

比べても、その傾向が強まりつつあることがうかがえます。 

５歳から 14 歳では徒歩の分担率が最も高く約５割となっていますが、その割合は減

少傾向にあります。一方、15 歳以上では自動車の分担率が最も高く、約８割が自動車

利用となっており、その割合も増加傾向にあります。 
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20 年間で 15％増 

■代表交通手段分担率の推移 

減少 

■年齢３区分別代表交通手段分担率の推移（５～14 歳） 

(出典：西脇市地域公共交通計画(R6.3) 

※H12、H22 年、R3 年近畿圏パーソントリップ調査) 
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（４）交通事故件数と死傷者に占める高齢者割合の推移（西脇警察署管内） 

交通事故件数は、平成 23(2011)年には年間 400 件を超えていましたが、近年は 100

件程度にまで減少しています。 

一方、死傷者に占める高齢者の割合は、平成 27(2015)年以降増加傾向にあり、令和

５(2023)年は 34％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(出典：交通事故統計（兵庫県警察）より作成) 

■交通事故件数と死傷者に占める高齢者割合の推移(西脇警察署管内) 
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（５）鉄道・バスサービス空白地域の状況 

平成 28(2016)年度時点では、駅勢圏（500ｍ）、バス停勢圏（300ｍ）のサービス圏で

人口の約７割はカバーされていたものの、残りは公共交通空白地域※となっていまし

た。 

また、郊外のバス路線の多くが、国勢調査４次メッシュ(500ｍメッシュ)当たり 250

人未満の地域となっており、今後の人口減少に対するサービス水準の維持や高齢化に

対応したサービスの維持が懸念されていました。 

こうした課題に対応するために、令和３（2021）年度にコミュニティバスが再編さ

れ、ループバス「めぐリン」とデマンド型交通乗合タクシー「むすブン」の運行を開

始しました。 

現在では、市庁舎・市民交流施設と茜が丘複合施設「Miraie （みらいえ）」の２つ

の都市施設をはじめ、西脇市駅や西脇病院等の中心部の主要な施設を連携させる 「ま

ちなか巡回交通」 として「めぐリン」が運行し、「広域連携軸」としてＪＲ加古川線

や路線バスが中心部と各地域、さらに他市町を結んでいます。また、これらの 公共交

通では網羅できない地域から中心部への移動や、地域内での移動を「地域連携交通」

として「むすブン」や「おりひめバス」、タクシーが担うことで、公共交通空白地域は

解消されています。 

鉄道に関しては、地方部で進行する人口減少・少子化に加えて、コロナ禍で通勤・

出張利用、観光利用などが減少し経営状況が悪化したことなどから、ＪＲ西日本から

輸送密度 2,000 人／日未満の線区の収支が公表されており、加古川線（西脇市駅～谷

川駅）も対象線区に含まれています。この状況に対して本市では、沿線の丹波市や兵

庫県、ＪＲ西日本など関係団体と連携し、様々な利用促進策を進めています。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

■公共交通利便地域、公共交通空白地域の考え方 

※公共交通空白地域 

駅勢圏(500ｍ)、バス停勢圏(300ｍ)の 

サービス圏外の地域のことで、公共交通 

機関の利用が困難と考えられる地域 
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■人口構成 

(出典：(バス路線)国土交通省国土数値情報、コミュニティバス運行表(H29.4)、神姫バス運行系統図(H29.4) 
    (運行本数)神姫グリーンバス・神姫バス・コミュニティバス運行表(H29.4) 
    (人口)公益財団法人統計情報研究開発センター資料(H22 国勢調査)より作成) 

カバーエリア内
面積：a

カバーエリア外
（空白エリア）
面積：b

※公共交通サービス人口 
 ：国勢調査４次メッシュ(500ｍメッシュ)人口(Z)を 
  バス停・駅のカバーエリアの面積案分により算出。 
⇒(Z×a÷(a+b)) 

 
※図に示す範囲の市街を含む国勢調査４次メッシュ 

(500ｍメッシュ)人口の合計に対して 
 公共交通サービス人口を算出。 
 したがって、公共交通サービス人口及び空白人口 
 の合計は、本市の総人口と合致しない。 

■鉄道・バスサービス人口・空白人口 

国勢調査４次メッシュ 

(500ｍメッシュ)人口：Ｚ 

【参考 平成 28 年(2016)年度時点の空白地域の状況】 
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７）災害ハザードの状況 

本市は、中国山地の東南端が播磨平野に接する地点にあることから、山々や丘陵に囲

まれています。この地形的な特徴から、山間部を中心に土砂災害警戒区域等が多く指定

されています。 

また、本市は加古川沿いの低地にあり、これまでも風水害による浸水被害が発生して

います。加古川水系加古川、杉原川、野間川に沿って広範囲に、水防法による洪水浸水

想定区域が指定されています。 

※本市の災害特性については、「第４章 防災指針」に詳述 

 

■土砂災害ハザード 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

（出典：国土数値情報（国土交通省）） 

※想定最大規模降雨での洪水浸水想定区域 

想定し得る最大規模の降雨（想定最大規模降雨）により当該河川が氾濫した場合の洪水浸水想定

のこと。降雨量の想定は西脇市では２日間で750mmとなっている。 
（出典：兵庫県） 

■洪水ハザード（想定最大浸水深） 
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８）財政の状況 

財政は、地価の動向、市の税収及び歳入歳出の見通しについて整理します。 

地価の動向は、国土交通省地価公示（以下「公示地価」という。）及び都道府県地価

調査（以下「基準地価」という。）を参考に市内の地点別地価の推移を整理します。 

市の税収及び歳入歳出の見通しは、西脇市決算カードなどを参考に整理します。 

 

（１）西脇市の地価の動向 

①西脇市内の公示地価と基準地価の総平均 

本市の地価は、令和５(2023)年で公示地価平均 26,311 円/㎡、基準地価平均 23,669

円/㎡で、前年度からの変動率は、それぞれ-0.5％、+2.8％となっています。 

昭和 58(1983)年以降、公示地価と基準地価の総平均値は、平成３(1991)年をピーク

（70,575 円/㎡）として下落傾向に転じ、平成 20(2008)年に 30,000 円/㎡を割り込み、

平成 22(2010)年以降は約 25,000 円/㎡で横ばいとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■西脇市内の公示地価と基準地価の総平均 

(出典：国土交通省データ(公示地価及び基準地価)より作成) 
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 ②地点別住宅地の地価の動向 

本市内の地点別住宅地の地価の動向を下図に示します。 

平成 22(2010)年度からの変動率は、市街化区域内で平均-21.3％、都市計画区域外で

平均-16.4％となっており、市街化区域内での変動率が大きくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(出典：国土交通省データ(公示地価及び基準地価)より作成) 

地点名 

地価（円/㎡） 

■区域別地価 

■地点別住宅地の地価の動向 

(出典：国土交通省データ/公示地価(R6.1)・基準地価(R5.7)より作成) 
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 ③市街化区域内の住宅地と商業地の地価の動向 

市街化区域内の住宅地と商業地の地価の動向を下図に示します。 

いずれも減少傾向ですが、住宅地に比べ商業地の地価が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■市街化区域内の住宅地と商業地の地価の動向 

(出典：国土交通省データ(公示地価及び基準地価)より作成) 
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（２）固定資産税・都市計画税の状況 

固定資産税の宅地評価額について、平成 22(2010)年度からの変動率は、本市内の公

示地価や基準地価の動向と連動して、市街化区域内で平均-24.8％、市街化調整区域で

平均-23.5％、都市計画区域外で平均-13.6％となっており、市街化区域外に比べ市街化

区域内での変動率が大きくなっています。 

固定資産税など、人口及び面積比率については、固定資産税などの約６割を、市域面

積全体の５％程度である市街化区域から徴収しています。 

路線価は市街化区域内が高く、中心市街地から郊外へいくにつれて低くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(出典：西脇市固定資産台帳、国勢調査より作成) 

■固定資産税など、人口及び面積比率 

(出典：西脇市固定資産台帳より作成) 

■固定資産税の宅地評価額 
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地点④ 

地点③ 
地点② 

地点① 

(出典：全国地価マップ(R6)より作成) 

■固定資産税路線価 

36,600

28,800

21,700
20,700

14,500

7,600
6,900

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

地点① 地点② 地点③ 地点④ 地点⑤ 地点⑥ 地点⑦

固
定
資
産
税
路
線
価
（
円/

㎡
）

市街化区域 市街化区域外



－ 西脇市立地適正化計画 － 

第１章 西脇市を取り巻く現状と将来見通し 

    59 

（３）歳入の見通し 

平成 22(2010)年度から令和６(2024)年度にかけて、普通会計歳入総額は 2,992 百万

円の増加となっています。なお、令和２(2020)年度は新型コロナウイルス感染症への対

応などの影響により、歳入が大きく増加しています。 

一般財源ベースの普通会計歳入総額の推移については、令和７年(2025)年度以降、約

13,000 百万で推移する見込みです。市税については、人口の減少などにより大幅な増

加は見込めず、今後減少していく見込みです。地方交付税については、税収減に対する

補てんとして一定程度確保されると想定する一方で、人口の減少などにより基準財政

需要額の減少が見込まれるため、全体として減少する見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■歳入の推移（普通会計） 

■歳入の見通し（普通会計一般財源ベース） 

(出典：西脇市所管データより作成) 

(出典：西脇市所管データより作成) 
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（４）歳出の見通し 

平成 22(2010)年度から令和６(2024)年度にかけて、普通会計歳出総額は 3,507 百万

円の増加となっています。なお、令和２(2020)年度は新型コロナウイルス感染症への対

応などの影響により、歳出が大きく増加しています。 

一般財源ベースの普通会計歳出総額は令和７(2025)年度以降、ほぼ横ばいで推移す

る見通しです。人件費については、通常の退職者見込数に対し、現在の定員数を維持す

るために職員を採用するものとして見込んでいます。扶助費については、高齢化が増加

要因となるものの、人口の減少によりおおむね横ばいで推移すると見込んでいます。補

助費等のうち、病院事業及び下水道事業については、各企業会計で作成した事業計画に

基づき見込んでいます。投資的経費については、学校やインフラ等の整備に係る費用を

見込んでいます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

■歳出の推移（普通会計） 

■歳出の見通し（普通会計一般財源ベース） 
(出典：西脇市所管データより作成) 

(出典：西脇市所管データより作成) 

18,790 18,816 19,494
20,637
19,437 20,001 19,641 19,337 18,844

20,541

30,945

21,796 21,246 21,886
22,297

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H22

（2010）

H23

（2011）

H24

（2012）

H25

（2013）

H26

（2014）

H27

（2015）

H28

（2016）

H29

（2017）

H30

（2018）

R1

（2019）

R2

（2020）

R3

（2021）

R4

（2022）

R5

（2023）

R6

（2024）

(百万円)

総務費 民生費 衛生費 土木費 教育費 公債費 その他

12,908 12,730 12,691 12,875 12,957 
12,501 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

R7

（2025）

R8

（2026）

R9

（2027）

R10

（2028）

R11

（2029）

R12

（2030）

(百万円)

人件費 扶助費 公債費 投資的経費 補助費等 繰出金 その他



－ 西脇市立地適正化計画 － 

第１章 西脇市を取り巻く現状と将来見通し 

    61 

（５）公共施設の築年別延べ床面積の推移 

平成 12(2000)年頃までに多くの公共施設が整備され、今後 30 年で耐用年数の到来

を迎える公共施設は 60施設となります。全施設の 57.6％を占めており、将来の施設更

新の課題の顕在化が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(出典：西脇市公共施設等総合管理計画(R5.3)） 

計 57.6％ 

2044 年時点で耐用年数を経過 
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（６）公共施設等の更新に伴う将来負担 

全ての公共施設やインフラを今後 40 年間保有し続ける場合、年間当たり 34.1 億円

必要となり、過去 10 年間（令和２年除く）の投資的平均費 21.8 億円/年を大きく上回

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

(出典：西脇市公共施設等総合管理計画(R5.3)） 

年間当たり費用︓34.1 億円 
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４ 市の課題 

１）人口 

本市の人口は、市域全域で急速に減少が進み、低密度化していきます。また、高齢者

数は横ばいであるものの、総人口の減少に伴い高齢化率が上昇します。進学や就職によ

って若年層が多く転出している状況です。 

市街化区域内や居住誘導区域では、これまでの取組により一定の人口密度は維持さ

れているものの、市街化区域東部の一部からＤＩＤ区域が外れるなど、人口の低密度化

が進む地域もみられます。また、高齢化率が 40％を超えているエリアも広がり、人口

密度の維持を図る必要があります。 

 
２）土地利用 

本市は、織物産業の発展・成長を経て、まちなみが形成された結果、特に市街化区域

東部において、住居・商業・工業施設が混在して立地する土地利用となっています。 

加古川、杉原川、野間川の各河川合流部に広がる平野部を中心に、比較的コンパクト

な市街化区域に都市機能が集積していますが、地場産業の停滞や鉄道の廃線、ロードサ

イド型の大型商業施設の立地及びその後の撤退などもあり、市街化区域全体で空洞化

が進行しています。 

特に市街化区域東部は、急速な市街化が進んだ結果、狭あいな道路に囲まれた木造の

密集した市街地が形成されており、災害時の救助活動や円滑な交通に支障を来すおそ

れがあることから、市街地整備や道路整備等が必要です。 

空き家に関しては、除去や活用等の対策に取り組み、一定の効果が得られていますが、

今後もますます空き家や空き地が増加することが見込まれるため、引き続き対策が必

要とされています。 

また、区域区分廃止の方針を受けて、将来的には現在の市街化調整区域への居住の分

散、既成市街地における空き家・空き地の増加、地域が望まない建築物の立地等の可能

性が懸念されるため、新たな土地利用コントロール手法の検討と導入が必要です。 
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３）都市機能 

本市における中核的機能のひとつであったカナート（大型商業施設）の撤退など、い

わば都市機能・拠点施設が欠如した経緯はありますが、本市の都市機能は市街化区域内

に多く立地しており、市街化区域内はおおむね徒歩圏（800ｍ）でカバーされています。 

商業施設（スーパーなど）や医療・福祉施設（診療所など）は、日常的な食料品や生

活用品の購入、健康管理に不可欠な施設であるため、人口減少が進む中でも、まちの中

心拠点へ集約することなどにより、更なる利便性を図り、維持していくことが重要です。 

公共施設については、令和３(2021)年に市庁舎・市民交流施設の移転が完成し、市街

地における拠点性の向上が図られましたが、少子高齢化を見据えた施設の総量見直し

（集約化、空きスペース転用など）など、今後も、市民ニーズにも応えながら、時代の

変化に合わせた対応が必要です。 

 

４）産業 

本市の発展に貢献してきた地場産業の播州織は、生産数量・金額、従業者数などがい

ずれも大きく減少しているものの、依然として製造業においては、市内最大級の雇用の

受皿となっています。近年、デザイナー等の人材育成、新たに立地した縫製工場の活用

による最終製品の創出、ブランド力向上などに取り組むほか、播州織業界全体の組合等

を通じた情報発信など、多角的な取り組みを進めており、一定の成果が見られます。し

かしながら、今後も最終製品のさらなる創出・拡大と最終製品を通じた認知度の向上が

必要です。 

また、本市の経済成長率は北播磨地域や兵庫県の平均を下回っており、地域経済を安

定的に支える産業構造の多層化も課題となっています。 

 

５）公共交通 

市内の公共交通網は、市域中央を南北に通るＪＲ加古川線、市中心部から多可町方面、

神戸方面へ結ぶ路線バス、市中心部から大阪方面へ結ぶ高速バス、市中心部と集落をつ

なぐコミュニティバスによって構成されています。庁舎移転の時期と併せて公共交通

ネットワークの再編が行われ、デマンド型交通乗合タクシー「むすブン」の導入により

公共交通空白地域が解消されました。しかし、便数などの課題もあり、交通分担率は自

動車の割合が高く、市民の移動手段は自動車に依存している状況です。 

交通事故件数は減少傾向にあるものの、死傷者に占める高齢者の割合は高く、今後の

更なる高齢化を踏まえると、高齢者の移動をサポートする公共交通の充実を図ること

が課題となっています。 
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６）災害 

近年、全国各地で土砂災害や洪水等の自然災害が多発しています。今後も気候変動の

影響により、こうした災害が頻発・激甚化することが予想されていることから、本市に

おいても、土砂災害や洪水等の自然災害に対するリスクが懸念されます。 

※本市の防災まちづくりにおける課題については、「第４章 防災指針」に詳述 

 

７）財政 

固定資産税や都市計画税の６割を、市域面積全体の５％程度である市街化区域から

徴収していますが、本市の地価は市街化区域内においても下落傾向にあり、市街化区域

外に比べ市街化区域内での変動率がより大きくなっています。 

財政に関しては、「持続可能な財政運営」を基本方針に、財政健全化と自主財源の確

保に取り組んでおり、健全な財政運営を維持しています。しかしながら、今後、新たな

大型事業も控えており、公共施設やインフラの老朽化による修繕・更新費用についても

増加していくものと考えられます。また、今後も少子化による生産年齢人口の減少や、

都市部への人口流出により市税等の収入の増加は期待しづらいことから、今後の財政

運営は一層厳しさを増すものと考えられます。 

したがって、将来にわたって健全で持続可能な財政運営を実現するため、財政基盤の

強化に向けた取組を進めるとともに、「選択と集中」の考え方に基づき、事業の緊急性

や必要性、優先順位等を十分に検討していく必要があります。 
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第２章 立地の適正化に関する基本的な方針 

１ 西脇市が抱える課題（立地適正化計画で解決する課題） 

前章では、人口、土地利用、都市機能、交通、災害、財政などの視点で、本市の現状

と将来見通しを整理し、課題を抽出しました。 

既に顕在化している課題だけでなく、人口減少及び人口動態の変化がもたらす様々

な影響を将来的な課題として捉えつつ、「第２次西脇市総合計画」にも掲げているよう

に、計画的な土地利用により、コンパクトで利便性が高い中心部と自然と調和した田園

集落の形成を目指し、施策を展開する必要があります。 

「第２次西脇市総合計画」では、施策展開の一つとして、「魅力ある市街地の形成」

を掲げており、本計画を活用した中心市街地への都市機能及び居住の誘導・集約を図り、

コンパクトで持続可能なまちづくりを進めるとともに、まちなか居住の促進と歩いて

暮らせるまちづくりを推進します。 

前章での整理を踏まえ、本市の持続可能性を確保するに当たって懸念される課題と

して、次のとおり抽出しました。これらの課題を本計画における解決すべき主な課題と

し、本章２において課題を解決するためのまちづくりの方針を示します。 

■現状と課題まとめ（策定当初） 
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２ まちづくりの方針 

本計画では、上位計画や都市づくりの課題、本市のまちの形成過程を踏まえ、市街

化区域内をその特徴により分類し、まちの課題を解決するための都市の再構築（西脇

流コンパクトシティの実現）に向けた基本的な考え方（理念）を設定します。 

 

１）西脇市の特徴、現状と将来見通しを踏まえた市街化区域内のエリア分類 

本市の市街地は、中央に一級河川加古川が流れ、周囲は山に囲まれています。市全

体の約５％に当たる 607ha の市街化区域に、約半数の人口が集積しており、比較的コ

ンパクトな空間を形成しています。市街地の形成に当たっては、地理的制約を強く受

けているため、一般的な都市と本市のまちの形成を下図のように捉えます。 

おおよそ昭和 30(1955)年頃の人口増加時においては、一般的な都市においては中心

部に基幹的市街地を形成し、郊外部は低密な集落が分散していました。本市において

も同様に、中心部に基幹的市街地を形成し、郊外部では低密な集落が分散していまし

た。 

その後、一般的な都市においては、さらに人口が増加し、郊外開発が進んだ結果市

街地が拡大し、現在に至っています。今後の人口減少時代においては、人口増加時代

に広がってしまった市街地が低密度化し、都市が持続するために大きな課題を抱えて

いる状況となります。そこで、基幹的な公共交通拠点周辺に人口や都市機能を集約す

る都市のコンパクト化の取組が進められています。 

■西脇市中心部の都市構造の特徴（一般的な都市との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

＜今の市街地＞ ＜将来このままだと…＞

中心部に基幹的市街地
郊外は低密で分散

市街地の拡大（全面的な市街化の進行）
→低密化がもたらす問題が潜在

市街地の低密拡散化（全体的に希薄化）
→様々な問題が顕在化

人口減少時代⇘人口増加時代⇗

中心部に基幹的市街地を形成
（西脇駅、西脇区を中心に）

地形的な制約がある中で広がるが、
時代の変化に伴い、外側に都市機能が集積
→中心部の空洞化が進む。

更なる人口減少
→周辺部の都市機能も失われつつある。

低密化が進行

一般的な都市

＜かつての市街地＞

西脇市

人口増加時代⇗

人口減少時代⇘
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本市においては、山の裾野までは市街地が広がったものの、大きな外延化はありま

せんでした。一方で、早くから人口減少時代を迎え、さらにモータリゼーションの進

展や鉄道の廃線に伴い、都市機能が駅周辺ではなく市街地外縁部に多く立地し、中心

部での空洞化が進んできました。さらに人口減少が進み、中心部での空洞化が加速度

的に進んでいるだけでなく、市街地外縁部に立地した都市機能も徐々に失われつつあ

ります。 

 

 

市街化区域は、Ａ)市街化区域東部の

本市の中心市街地である「まちなか周辺

エリア」、Ｂ) 南西部の比較的若い世代

が多く住む「新興住宅地が広がるエリア」、

Ｃ) 北西部の田畑や工場跡地の土地利用

転換などにより「住宅地が広がるエリア」

と、まちの形成過程による特徴により大

きく３つのエリアに分類されます。 

前章で整理した現状の人口、将来の人

口見通し、都市機能や空き家などの分布

状況、また災害リスクの想定状況による

と、３つのエリアの特徴を次のように整

理できます。 

Ａ）「まちなか周辺エリア」は、「まちなか（中心市街地）」を中心としたエリアで、

人口減少や高齢化が著しく、令和２(2020)年に一部の地域がＤＩＤ区域から除外され

たほか、空き家などが多くみられるなど、課題の多いエリアといえます。 

一方、主要な都市機能が多く立地しており、また約 1.5km 四方の比較的コンパクト

な空間に市内各所や大阪、神戸などの都心と結ばれるバス路線が多く運行しており、

利便性の高いエリアでもあります。 

令和３(2021)年には市庁舎移転と併せて、市民交流や福祉の拠点としての機能強化

が図られました。また、まちなか（中心市街地）区域内の基盤整備として、(都)西脇上

戸田線（通称：東西道路）の整備を兵庫県と連携して促進しているほか、（主）西脇三

田線については、市庁舎西側の交差点改良に引き続き、幹線道路整備が兵庫県において

進められています。併せて、(都)和布郷瀬線（通称：南北道路）においては、令和６(2024)

年度から、用地の先行取得を行うなど、組合施行による土地区画整理事業の実施に向け

た取組を進めています。 

このように、「まちなか周辺エリア」においては、日常生活を営む上での利便性の高

さ（〝強み″）という、課題(〝弱み″)を解決していくためのポテンシャルを有してい

 

 

 

■市街化区域内のゾーニング 

まちなか 
（中心市街地） 

 

Ｂ)新興住宅地が 
広がるエリア 

Ｃ)住宅地が 
広がるエリア 

Ａ)まちなか周辺 
エリア 
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ます。 

Ｂ）「新興住宅地が広がるエリア」は、エリア東南部に「ＪＲ西脇市駅」が位置し、

住居系の用途地域が広がっており、平成 12(2000)年にまちびらきした茜が丘地区など、

良好な住環境が形成されています。また、学校教育施設も多く立地しており、文教地

区として位置付けています。特に茜が丘地区周辺では、平成 22(2010)年から令和２

(2020)年までにかけてもＤＩＤ区域が広がるなど、人口密度が高いエリアですが、こ

のエリアも将来的には人口減少と、高齢者人口の増加が見込まれています。当該エリ

アの人口を将来的にも維持していくため、先導的に文教地区の機能強化を図っていま

す。 

Ｃ）「住宅地が広がるエリア」は、幹線道路に挟まれた農地や工場跡などの土地利用

転換が進んだことで、商業施設や住宅が立地しています。廃線敷が道路化され、沿道

の土地利用が進んだことから利便性が向上し、一部人口密度の上昇が見られたものの、

西側は山の裾野に当たるため、土砂災害リスクが高いエリアです。当該エリアと同様、

農地などが広がっていたＢ）「新興住宅地が広がるエリア」とは異なり、人口密度は低

く、当該エリアの北側はＤＩＤ区域外となっています。住宅建設は進んできましたが、

工場、商業施設、住宅など多様な用途の建物が建てられる準工業地域であることから、

住宅だけに特化せず、様々な用途が混在している状況です。 

 

２）まちづくりの方針 

人口問題や都市機能・拠点施設の欠如がもたらす都市のスポンジ化というすう勢の

中で、行政サービス水準の低下などが懸念されています。このような中、本市の持続

可能性を確保するためには、都市の再構築を図っていくことが必要と考えます。機能

分担・連携強化・官民連携の視点で、市有地・民有遊休地を活用してまちの新陳代謝

を図ることで、段階的に課題解決を図っていきます。 

そこで、課題解決に向けた理念として、都市の再構築に向けた基本的な考え方を次

のように設定します。 

 

○都市の再構築に向けた基本的な考え方（理念） 

 

 

 

 

 

 

 

  

【都市の再構築に向けた基本的な考え方】 

“日本のへそ”再生による地域価値向上に向けたまちづくり 

～にしわきの資源※1を活かし、３Ｒ※2の理念で推進～ 

“まんなかから つながるまち”を目指して 

生活利便性の確保を通じた持続可能なまちづくり 
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■※１：「にしわきの資源」 ～にしわきブランド～ 

 

 

 

000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■※２：「３Ｒ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○西脇市は、まるで１本の樹がごとく 

 深い“根”のような豊かな自然に支えられ、自然がもたらす都市景観が太い“幹”となり、 

 そして、その“根”から育まれる都市・産業・農業などが“葉”のように広がり、 

西脇にしかないブランドを形成 

 

 
 

○「３Ｒ」とは、 

資源（Resource）を活用した都市の再生（Regeneration）によって、 

地域の魅力が向上し、地域へ人が戻り、そして集まる流れを生み出す。 

その流れは、何度も巡り流れ（廻流（Recurrent））、好循環を生み出す。 

好循環の廻流が折り重なり、西脇が目指す将来のまちの姿を実現していく 

ことを指します。 
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“織りまち・にしわき”  

 

 

 

「織る」という言葉には、 

「縦糸と横糸を組み合わせて布を作る」という意味以外に、 

「いろいろなものを組み合わせて作り上げる」という意味があります。 

 

様々な要素が組み合わさることによって形成される「まち」は、 

布のように捉えることができます。 

 

西脇市は、播州織を地場産業として発展し、 

まちの姿を少しずつ変えてきました。 

 

その変化の過程は、タテイトとヨコイトによってつくった布が、 

やがて古くなり、糸がほつれたりする中で、 

新たな糸をより合わせ、紡ぐように修繕を重ね、 

魅力を取り戻していく様のようです。 

 

布を織るように、そして紡ぐように修繕を重ねてきた本市の取組は、 

「織りまち」と表現することができ、 

今後も「織りまち・にしわき」を築いていきたいと思います。 

 

 

西脇流コンパクトシティ 

 

 

 

  

 

 

「織る」という言葉には、 

「縦糸と横糸を組み合わせて布を作る」という意味以外に、 

「いろいろなものを組み合わせて作り上げる」という意味があります。 

 

様々な要素が組み合わさることによって形成される「まち」は、 

布のように捉えることができます。 

 

西脇市は、播州織を地場産業として発展し、 

まちの姿を少しずつ変えてきました。 

 

その変化の過程は、タテイトとヨコイトによってつくった布が、 

やがて古くなり、糸がほつれたりする中で、 

新たな糸をより合わせ、紡ぐように修繕を重ね、 

魅力を取り戻していく様のようです。 

 

布を織るように、そして紡ぐように修繕を重ねてきた本市の取組は、 

「織りまち」と表現することができ、 

今後も「織りまち・にしわき」を築いていきたいと思います。 

 

 

西脇流コンパクトシティ 
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○まちづくりの方針 

「都市の再構築に向けた基本的な考え方（理念）」のもと、課題解決に向けて、生活

利便性の確保を通じた持続可能なまちづくりを目指します。 

人口に係る課題として、生産年齢人口の減少に対しては、子育て環境が充実した“暮

らし魅力”の高いまちづくり、高齢化の進行に対しては、高齢であっても生活しやすい、

歩いて暮らせる健康増進のまちづくりが必要と考えます。また、都市機能に係る課題に

対しては、既存の都市機能の維持と“織りまち・にしわき”を築く更なる誘導による

交流や新たな価値を創造するまちの顔となる拠点づくりが必要と考えます。 

課題解決に向けた３つのまちづくりの方向性を総じて、「まちづくりの方針」とし、

次のように設定します。 

■まちづくりの方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市機能集約、特有の産業（播州織）のイノベーション効果を 

最大限に活かし、歩いて暮らせる中心市街地を再生 

＜まちづくりの方針＞ 
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３）西脇市のコンパクトシティ形成に向けたこれまでの取組と今後の方向性 

本市の中心部（市街化区域）は、東西、南北それぞれ約２km から４km の比較的コン

パクトな空間を形成しています。これまでもこの限られた空間の中で、市有地や民有

遊休地を活用したまちの新陳代謝を図ってきました。 

中心市街地は、大型染色工場・大型商業施設の廃業・撤退、市役所・市民会館の老

朽化、狭あいな区画道路がもたらす防災上の問題、空き家・空き地の増加などの課題

を有しています。また、今後は更なる人口減少が見込まれており、人口減少・少子高

齢社会、厳しい財政状況を鑑みると、持続可能な都市であるために、機能分担及び集

約・連携強化・官民連携の視点で、更に効率的な都市機能の立地誘導が必要です。 

本市のこれまでの取組を整理し、まちづくりの方向性を踏まえた今後の方向性につ

いて次に示します。 

■コンパクトシティ形成に向けた取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[まちづくりの経緯] 

○フェーズ０ 

 ・中心部に病院を立地 

○フェーズ１ 

 ・ＪＲ鍛冶屋線廃線に伴う西脇駅跡地に 

  新たな都市核・交通拠点を形成 

○フェーズ２ 

 ・ニュータウン開発内の市有地を活用し、 

  交流拠点を整備（コンパクト化促進）  

○フェーズ３ 

 ・拠点の集約・複合化の視点で都市の再 

  構築を図り、コンパクト化をさらに促進 

  ⇒近接するフェーズ０と一体的な拠点を 

   形成 

 ・西と東の２つの拠点を形成 

 ・公共交通の再編による、ループバス 

（めぐリン）・デマンド型交通乗合 

タクシー（むすブン）の導入 

 ・旧染色工場跡地に商業施設の誘致 

 ・まちなか周辺エリアにおける幹線道路の 

  整備促進 

  

[今後の方向性] 

○フェーズ４ 

 ・民間の力を活用しＰＲＥ(公的不動産)の 

  有効活用 
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■（参考）フェーズ０～３の取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【当段階における中心市街地の整備状況】

●【フェーズ１】～新たな都市核・交通拠点の形成～ ／旧ＪＲ西脇駅跡の活用 “アピカ西脇”

契機

時代に合致した都市機能と都市環境を整備

・かつてＪＲ鍛冶屋線西脇駅があり、西脇市の中心エリア
・モータリゼーションの進展により、ロードサイドに大型店舗
（ネーブルショッピングタウン）が進出し、駅前商店街の
にぎわい、集客力は低下
・廃線(H2)に伴い廃駅となり、駅周辺は空間的・機能的にさらに衰退

新たな西脇市の都市核を再構築
時代を担う都市産業の拠点形成

導入機能

広域交通結節拠点 ・バスターミナル
→周辺エリアだけでなく各主要都市と直結
・市営駐車場（地下、250台）

・音楽ホール（市営、180席）文化拠点

ホテル

業務・商業施設

都市型住宅

事業手法
・第一種市街地再開発事業（アピカ西脇）として整備（約0.95ha）
（西脇駅跡地を国鉄清算事業団より取得）

Ｈ８.７

※1 ※2

（出典）※1・2：事業パンフレット

【当段階における中心市街地の整備状況】

●【フェーズ０】～“いのち”を支える～ ／西脇病院 Ｓ26.3（→Ｈ21.11建替）

現状
・市民の“健康”と“命”を支える重要施設
（救急指定、兵庫県東播磨内陸災害拠点病院指定等）
・昭和26(1951)年3月に開設（病床数47床）後、病棟増設、改築、
新診療科開設を経て、平成16(2004)年3月に病院建築事業着工、
平成21(2009)年11月にグランドオープン（現地建て替えによる機
能更新、病床数320床）
・平成19(2007)年1月に設立された「西脇病院小児科を守る会
（現・西脇小児医療を守る会）」を中心に、安心して子どもを産
み育てられる地域を目指した活動がなされている。

“命をつなぐ道（Ｒ175・東播丹波連絡道路）”
市域を超えた救急救命医療のネットワークの構築

（出典）西脇病院ＨＰ

（出典）西脇病院ＨＰ
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時代の変化に応じてまちの姿を少しずつ変えてきた本市は、コンパクトな空間の数

少ない資源（種地）を活用しながら、今後もまちの修繕を重ねていくことが求められま

す。しかし、今後は更なる人口減少が見込まれ、コンパクトな市街地を形成している

ものの、持続可能性を確保するためには、より効率的な立地誘導が必要です。都市機

能の一極集中を促しているものではなく、公共交通によりネットワークすることも重

要で、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の都市構造といえます。フェーズ２では、

コンパクト化に向けた取組のひとつとして、良好な住環境が形成されているエリアに

地域に必要な拠点を集約・複合化したものです。 

フェーズ３では、市庁舎の移転を契機として市庁舎周辺の拠点機能の強化に取り組

みました。さらに、まちなか（中心市街地）区域内の基盤整備として、(都)西脇上戸田

線（通称：東西道路）や(主)西脇三田線等の整備が進められています。また、(都)和布

郷瀬線（通称：南北道路）においては、組合施行による土地区画整理事業の実施に向け

た取組を進めています。 

フェーズ４では、民間の力を活用し、庁舎跡地等をはじめとしたＰＲＥ(公的不動

産)の有効活用を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■まちづくり基本構想図 
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○西脇市の目指すべき都市の骨格構造 

本市は、既に人口がピークアウトし、将来的にも人口減少が続く見込みです。 

人口減少社会に対応した持続可能な都市として中心部に人口や都市機能を集積させ

ると同時に、良好な農村集落が広がる郊外部においても日常生活に必要なサービスを

維持する必要があります。 

本市では、各地域で全てのサービスを満たすのではなく、中心部と郊外部を公共交 

通によってつなぐことにより、持続可能な都市の実現を目指します。 

 

■将来の都市の骨格構造 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 郊外部 
（コンパクトビレッジ） 
：中心部と交通ネットワークで 
 つながれた“地域拠点（  ）”を形成 

中心部 
（コンパクトシティ） 
：中核的機能を担う拠点を形成 
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○西脇市中心部の都市構造 

本市の直面する課題に対応するため、人口や都市機能の集約化を更に進め、居住環

境の向上や公共交通ネットワークの再構築によって、将来的に懸念される低密度化、

希薄化を食い止める取組を進めます。 

具体的には、本章２－１）で整理した、本市中心部の都市構造の特徴で示したよう

に、市街地外縁部に都市機能が立地している状況を模式化すると、円筒形のように表

現できます。これは、どの断面を切ってもアルファベットの「Ｍ」字の形状に都市機能

が分布している状態です。今後は、この「どの断面を切ってもＭ字」の状態から、１断

面のＭ字を維持する２拠点へと都市機能を集約化することで、都市構造の転換を図り

ます。この模式化した概念を本市中心部の都市構造として平面で表すと、次頁図のよ

うになります。都市機能が集積するＡ）まちなか周辺エリア、Ｂ）新興住宅地が広がる

エリアの中に、それぞれ１拠点ずつに集約し、公共交通（バス）によって連携した都市

構造を目指します。 

 

■西脇市が目指す都市構造のイメージ（都市再構築の方向性（策定当初）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ＜これまで＞              ＜将 来＞ 
 

 

 

 

 

どの断面を切ってもＭ字          １断面のＭ字を維持 

① 市街化区域外縁部に多く立地していた都市機
能を２拠点に集約し、公共交通（バス）によっ
て連携させることで、 

② まちなか区域などの居住環境の改善・向上を
図り、都市機能・居住を誘導・維持 
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■中心部の都市構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

Ｂ) 新興住宅地が 
広がるエリア 

Ａ) まちなか周辺 
エリア 
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４）課題解決のための誘導方針及び施策の考え方 

本章２－２）で示した「まちづくりの方針」や、本章２－３）で示した「将来の都市

の骨格構造」を踏まえ、課題解決のための誘導方針及び施策の考え方について以下にま

とめます。 

 

Ａ)「まちなか周辺エリア」 について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ)「新興住宅地が広がるエリア」 について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【誘導方針】 

○子育て環境が充実した“暮らし魅力”の高いまちづくり 

【誘導方針】 

○既存の都市機能の維持と“織りまち・にしわき”を築く更なる誘導による交流や新

たな価値を創造するまちの顔となる拠点づくり 

○まちなかをつなぐ新たな基盤づくりとまちなかエリアの特色を生かした居住機能

の強化 

○高齢であっても生活しやすい、歩いて暮らせる健康増進のまちづくり 

○拠点の強化と維持 

○中心市街地の空き家・空き店舗の利活用促進 

○歩きたくなる空間の整備 

○拠点間交通などの利便性向上 

○文教地区としての魅力を高めた子育て交流の 

場としての拠点づくり及び維持 

○良好な住環境の維持 

○拠点間交通などの利便性向上 

 

施策の考え方 

施策の考え方 
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第３章 誘導区域及び誘導施設 

１ 立地適正化計画区域 

西脇市立地適正化計画区域は、市域の

約６割を占める都市計画区域とします。 

本市では、市街化区域、市街化調整区

域の区域区分（線引き）を行っており、市

街化区域は、都市計画区域のほぼ中央に

位置し、その規模は都市計画区域の約１

割に当たります。市街化区域は、市内を

縦断する河川により３つの区域に分断さ

れていますが、日常生活圏などを踏まえ

ると、一体的な区域として捉えることが

でき、立地適正化計画に定める居住誘導

区域及び都市機能誘導区域は、市街化区

域内に設定します。 

 

 

２ 居住誘導区域 

１）居住誘導の考え方 

居住誘導区域とは、人口減少の中であっても一定のエリアにおいて人口密度を維持

することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘

導すべき区域です。都市再生特別措置法第 81 条第 19 項の規定では、「立地適正化計

画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好

な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行われるように定める

ものとし、市街化調整区域、災害危険区域などについては定めない」と規定されてい

ます。このため、居住誘導区域は、都市全体における人口や土地利用、交通や財政の

現状及び将来の見通しを勘案しつつ、居住誘導区域内外にわたる良好な居住環境を確

保し、地域における公共投資や公共公益施設の維持運営などの都市経営が効率的に行

われるよう定めるべきとされています。 

 

立地適正化計画区域 
＝都市計画区域 
 

居住誘導区域及び都市機能 
誘導区域を定める範囲 
＝市街化区域 
 

■立地適正化計画区域など 



－ 西脇市立地適正化計画 － 

第３章 誘導区域及び誘導施設 

84 

立地適正化計画では、居住誘導区域を設定することで、区域外で一定規模以上の住

宅開発を行う場合に届出が必要となることから、居住誘導区域の人口密度の維持が期

待されます。本市では、コンパクトなまちづくりに向け、将来的にも人口密度を維持

するエリアを居住誘導区域として定めます。居住誘導区域は、自然災害のリスクが高

いエリアを避け、交通利便性が高く、拠点を含む利便性の高いエリアを基軸に、具体

的には次のように設定します。 

 

○（参考）居住誘導区域設定のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状 

市街化区域 

ＤＩＤ区域 

将来（すう勢） 将来（居住誘導） 

全体的に希薄化→ＤＩＤ消滅のおそれ 

市街化区域 

ＤＩＤ区域 

（消滅のおそれ） 

居住誘導区域 

（新設） 

現状のＤＩＤ区域より小さいエリアで 

ＤＩＤ区域相当の密度を維持 

市街化区域 

ＤＩＤ区域 

（縮小） 

居住誘導区域外からの

居住の誘導 
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○設定の基準（策定当初）  

＜居住を誘導すべきエリアの抽出手順＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＳＴＥＰ６＞居住を誘導すべきエリアの抽出 

 ＊一定のまとまったエリア 

  ・エリアＡは、幹線道路などで囲まれる「まちなか（中心市街地）」を基本とし、ＳＴＥＰ
５（災害リスクの高いエリア）を除く。 

   工業系土地利用がなされているエリアは個別に判断。 
  ・エリアＢは、幹線道路などで囲まれ、茜が丘複合施設「Miraie」が立地する茜が丘地区や、
ＪＲ西脇市駅を含む主に住居系用途地域のエリア（※工業系用途地域は含まない。） 

 

 

 

＜ＳＴＥＰ７＞居住誘導区域の設定 

 ＊道路・河川などの地形地物、用途地域界などにより区分 

＜ＳＴＥＰ１＞総人口の分布状況：人口密度の高いエリアの維持 
①ＤＩＤ（H22、H27）内 
②現在（H22）の人口が集積しているエリア（H22 人口：30～40 人/ha 以上） 
③将来人口が増加見込みのエリア（H22-R22 増減人口：増加） 

＜ＳＴＥＰ２＞高齢者の分布状況： 
＊将来、後期高齢者が多く分布するエリアで、現在高齢化率が高いエリア（⇒エリアＡ） 
＊将来、後期高齢者が多く分布するエリアで、現在高齢化率が低いエリア（⇒エリアＢ） 
④将来（R22）、高齢者、とりわけ後期高齢者が集積しているエリア 

 （R22 後期高齢者：10 人/ha 以上） 
 

 

 

⑤-エリアＡ：現在（H22）、高齢化率が高
いエリア 

⑤-エリアＢ：現在（H22）、高齢化率が低
いエリア 

＜ＳＴＥＰ３＞拠点形成、都市機能の集積状況： 
 

 

 

⑥-エリアＡ：西脇病院、市庁舎など、 
神姫バス営業所、アピカ 

⑥-エリアＢ：茜が丘複合施設「Miraie」、 
西脇市駅 

＜ＳＴＥＰ４＞公共交通がカバーされているエリア 
⑦公共交通がカバーされているエリア（１時間当たり２本以上の運行があるエリア） 

＜ＳＴＥＰ５＞災害リスクの高いエリアは居住誘導区域に含まない。 
⑧土砂災害：居住誘導区域に含まない。 
⑨浸水：想定浸水深２ｍ以上のエリアは居住誘導区域に含まない。 
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〇居住誘導の検討 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

  

①ＤＩＤ区域（平成 22(2010)年、平成 27(2015)年） 

■策定当初 

①ＤＩＤ区域（平成 27(2015)年、令和２（2020）年） 

■今回 

＜ＳＴＥＰ１＞総人口の分布状況：人口密度の高いエリアの維持 

①ＤＩＤ（H22、H27）内 

②現在（H22）の人口が集積しているエリア（H22 人口：30～40 人/ha 以上） 

③将来人口が増加見込みのエリア（H22-R22 増減人口：増加） 

H27 に DID が広がったエリア(対 H22) 

H27 に DID が消滅したエリア(対 H22) 

R2 に DID が広がったエリア(対 H27) 

R2 に DID が消滅したエリア(対 H27) 
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※100ｍメッシュ ※100ｍメッシュ 

③総人口増減 
（平成 22(2010)年-令和 22(2040)年） 

②総人口（平成 22(2010)年） ②総人口（令和２(2020)年） 

③総人口増減 
（令和２(2020)年-令和 22(2040)年） 

■策定当初 ■今回 

■策定当初 ■今回 

※100ｍメッシュ ※100ｍメッシュ 
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＜ＳＴＥＰ２＞高齢者の分布状況 

＊将来、後期高齢者が多く分布するエリアで、現在高齢化率が高いエリア（⇒エリアＡ） 

＊将来、後期高齢者が多く分布するエリアで、現在高齢化率が低いエリア（⇒エリアＢ） 

 ※現状すう勢の将来の分布状況が類似していても、現状が異なることから、 

  居住を誘導するための講ずべき施策が異なるため、区域を分類する。  

④将来（R22）、高齢者、とりわけ後期高齢者が集積しているエリア 

 （R22 後期高齢者：10 人/ha 以上） 

⑤-エリアＡ：現在（H22、Ｒ２）、高齢化率が高いエリア 

⑤-エリアＢ：現在（H22、Ｒ２）、高齢化率が低いエリア 

※100ｍメッシュ 

■策定当初 

④後期高齢者数（令和 22(2040)年） ④後期高齢者数（令和 22(2040)年） 

■今回 

※100ｍメッシュ 
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減少 

０ 

増加 

エリアＡ 

エリアＢ 

＜高齢者人口＞ 

 

＜生産年齢人口＞ 

 

＜年少人口＞ 

 

※100ｍメッシュ 

エリアＡ 

エリアＢ 

⑤高齢化率（平成 22(2010)年） ⑤高齢化率（令和２(2020)年） 

※100ｍメッシュ 

＜高齢者人口＞ 

 
＜生産年齢人口＞ 

 
＜年少人口＞ 

 

■策定当初 ■今回 

■策定当初 

⑤（参考）年齢３区分別人口増減（平成 22(2010)年-令和 22(2040)年） 

■今回 

⑤（参考）年齢３区分別人口増減（令和 2(2020)年-令和 22(2040)年） 

エリアＡ 

エリアＡ 

エリアＢ 

エリアＢ 



－ 西脇市立地適正化計画 － 

第３章 誘導区域及び誘導施設 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜ＳＴＥＰ３＞拠点形成、都市機能の集積状況： 

⑥-エリアＡ：西脇病院、市庁舎など、神姫バス営業所、アピカ 

⑥-エリアＢ：茜が丘複合施設「Miraie」、西脇市駅 

⑥都市機能の分布状況 

移転 
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＜ＳＴＥＰ４＞公共交通がカバーされているエリア 

⑦公共交通がカバーされているエリア（１時間当たり２本以上の運行があるエリア） 

⑦交通網図 
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居住誘導区域と災害ハザードの関係 

区分 対象区域 

法的に含まないとされている区域 

（都市再生法第 81 条第 19 項、同

法施行令第 30 条） 

土砂災害特別警戒区域 

地すべり防止区域 

急傾斜地崩壊危険区域 

浸水被害防止区域 

運用指針上、原則として含まない

こととされている区域 
津波災害特別警戒区域 

災害危険区域 

運用指針上、居住を誘導すること

が適当ではないと判断される場合

は、原則として含まないこととさ

れている区域 

土砂災害警戒区域 

津波災害警戒区域 

浸水想定区域 

都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域 

その他、災害発生のおそれのある区域 

（出典：第 13 版 都市計画運用指針（令和７年３月 国土交通省）） 

 

 

 

  

＜ＳＴＥＰ５＞災害リスクの高いエリアは居住誘導区域に含まない 

⑧土砂災害：居住誘導区域に含まない 

⑨浸水：計画規模降雨での浸水深 2.0ｍ以上のエリアは居住誘導区域に含まない 
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⑧災害リスク（土砂災害） 



－ 西脇市立地適正化計画 － 

第３章 誘導区域及び誘導施設 

94 

 

 

 

 

 

 

  

⑨災害リスク（洪水） 
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■（参考）新たな浸水深区分による洪水浸水想定区域図 
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※（参考）災害リスクの高いエリアに対する考え方 

本市は、豊かな自然に恵まれている一方で、土砂災害、水害などの自然災害が起こるお

それもあります。市街化区域内においても、土砂災害や河川氾濫に伴う浸水被害が想定さ

れています。 

災害リスクに対し、都市計画運用指針（以下「運用指針」という。）において、土砂災害

特別警戒区域（レッドゾーン）は「原則として居住誘導区域に含まない」、土砂災害警戒区

域（イエローゾーン）及び浸水想定区域は「居住誘導区域に含めるか否かは、それぞれの区

域の災害リスク、警戒避難体制の整備状況、災害を防止し、又は軽減するための施設の整

備状況や整備の見込みなどを総合的に勘案し判断する」とされています。 

 

＜土砂災害＞ 

本市の市街化区域は、周辺を山々に囲まれており、市街化区域の縁辺部に土砂災害リス

クが想定されています。 

土砂災害の被害を防ぐためには、一人ひとりが土砂災害から身を守れるように備えてお

くことが重要ですが、土砂災害は突発的に起こり、崩れ落ちるスピードが速いため、人家

の近くで発生した場合、人的被害につながることもあります。したがって、土砂災害特別

警戒区域及び土砂災害警戒区域については、発災後、人家に影響するスピードを踏まえ、

居住誘導区域から除きます。 

 

＜浸水＞ 

本市は、人口が集積する中心部に河川が縦断しており、おおむね 100 年に１回程度起こ

る大雨（総降水量 288mm/２日）を想定した降雨による浸水被害が想定されていますが、一

部のエリアを除き、想定浸水深 2.0ｍ未満が過半を占めています。 

豪雨などによる浸水などのおそれがある場合は、防災行政無線やメール配信システム

（「にしわき防災ネット」による一斉メール配信など）、報道機関（テレビ、ラジオなど）に

対する発表などによる避難指示・勧告などを行います。 

浸水想定区域については、居住の用に供しているエ

リアも少なからずある状況ですが、想定浸水深が 2.0

ｍ未満であれば垂直避難が可能であると想定されま

す。したがって、浸水想定区域は想定浸水深 2.0ｍ以

上のエリアは居住誘導区域から除きます。 

なお、令和３年４月公開の西脇市防災マップより、

新たな浸水深区分は、0.5ｍ未満、3.0ｍ以上 5.0ｍ未

満、5.0ｍ以上となっています。 

 

  

 

■参考 浸水深と被害のリスク 

（出典：国土交通省） 
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■（参考）区域設定根拠図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＳＴＥＰ６＞居住を誘導すべきエリアの抽出 

 ＊一定のまとまったエリア 

  ・エリアＡは、幹線道路などで囲まれる「まちなか（中心市街地）」を基本とし、
ＳＴＥＰ５（災害リスクの高いエリア）を除く。 

   工業系土地利用がなされているエリアは個別に判断 
  ・エリアＢは、幹線道路などで囲まれ、茜が丘複合施設「Miraie」が立地する茜が
丘地区や、ＪＲ西脇市駅を含む主に住居系用途地域のエリア（※工業系用途地域
は含まない。） 

＜ＳＴＥＰ７＞居住誘導区域の設定 

 ＊道路・河川などの地形地物、用途地域などにより区分 
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２）居住誘導区域の設定 

本章２－１）で整理した、居住誘導区域の考え方（設定の基準）に基づき、下図のと

おり居住誘導区域を設定します。 

なお、河川区域が市街化区域に含まれないため居住誘導区域も分断されていますが、

本計画では、一体的な居住誘導区域として捉えます。 

■区域設定図（居住誘導区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住誘導区域Ａの基本となるエリア】 
交通利便性が高く、都市機能が集積するエ
リアであるが、人口減少、高齢化の進行が
顕著で、空き家等も多く分布するエリア
（まちなか（中心市街地）） 

【まちなか（中心市街地） 
   から除くエリア】 

土砂災害警戒区域であるこ
と及び居住エリアとしての
連担性を踏まえ、居住誘導
区域から除くエリア 

※新たに災害危険区域などが指定された場合、居住誘導区域から除きます。 

【居住誘導区域Ｂの基本となるエリア】 
住環境が整っており、人口が増加している
エリアであり、比較的若い世代が多いが将
来的に高齢化が顕著に進むエリア  

【まちなか（中心市街地）から 
除くエリア】 

大規模工場が立地しており、工業
を保全していくエリア 

【まちなか（中心市街地） 
から除くエリア】 

土砂災害警戒区域又は想定
浸水深 2.0ｍ以上のため、居
住誘導区域から除くエリア 
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○（参考）運用指針との整合性、居住誘導区域Ａ・Ｂの特徴 

法令や運用指針などで、居住誘導区域に含めることができない区域又は含めること

について判断が必要な区域について総括すると、本計画で定める居住誘導区域は、次

のような設定となっています。 

■国の基準に対する設定状況 

国の基準 対 象 
市街化区域内 
の指定状況 

本市における 
考え方 

居住誘導区域に含ま
ないこととされてい
る区域 

市街化 
調整区域 

－ 居住誘導区域に含ま
ない 

原則として、居住誘
導区域に含まないこ
ととすべき区域 

土砂災害 
特別警戒区域 

指定あり 居住誘導区域に含ま
ない 

居住を誘導すること
が適当ではないと判
断される場合は、原
則として、居住誘導
区域に含まないこと
とすべき区域 

土砂災害 
警戒区域 

指定あり 居住誘導区域に含ま
ない 

浸水想定区域 河川沿いに指定あり 
（計画規模降雨では区
域の過半は 3.0ｍ未
満。想定最大規模降雨
では 3.0ｍ以上の区
域が広範囲にあるほ
か、家屋倒壊倒壊等氾
濫想定区域の設定あ
り） 

2.0ｍ以上は居住誘導
区域に含まない 
2.0ｍ未満は居住誘導
区域に含む 

居住誘導区域に含め
ることについて慎重
に判断を行うことが
望ましい区域 

工業専用 
地域 

指定なし ― 

工業地域 指定あり 居住誘導区域に含ま
ない 

準工業地域 指定あり 居住誘導区域に含ま
ないことを基本とす
るが、住宅などと連担
する場合などで一体
的に居住誘導区域と
することが望ましい
一部のエリアについ
ては居住誘導区域に
含む 
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３ 都市機能誘導区域 

１）都市機能誘導の考え方 

都市機能誘導区域とは、「立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通

の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な都市機能増進施設の立地を必要な区域に

誘導することにより、住宅の立地の適正化が効果的に図られるように定めるものとす

る」と都市再生特別措置法第 81 条第 20 項に規定されています。また、運用指針では、

「原則として、都市機能誘導区域は、居住誘導区域内において設定されるものであり、

医療・福祉・商業などの都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約すること

により、これらの各種サービスの効率的な提供が図られるよう定めるべき」とされて

います。このため、都市機能誘導区域は、例えば、都市全体を見渡し、鉄道駅に近い

業務、商業などが集積する地域など、都市機能が一定程度充実している区域や、周辺

からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域など、都市の拠点となるべき区域

を設定することが考えられます。また、都市機能誘導区域の規模は、一定程度の都市

機能が充実している範囲で、かつ、徒歩や自転車などによりそれらの区域間を容易に

移動できる範囲で定められます。 

本市においては、居住誘導区域における人口密度の維持と、医療・福祉・商業など

の生活サービスの継続的な提供、また前章２－３）で示した「将来の都市の骨格構造」

の実現のため、次の考え方に基づき、都市機能を誘導します。 

 

（１）都市機能誘導区域の考え方 

都市機能誘導区域は、今後、人口減少の中にあっても、快適に安心して暮らせる都

市環境を維持していくため、本市の中心拠点に、生活に必要な都市機能の維持・強化、

また交流の促進などにより、拠点性を高める視点で設定します。 

本章２で示したとおり、居住誘導区域は、おおむね「まちなか（中心市街地）」及び

「茜が丘周辺」エリアに設定しました。前章で示した「中心部の都市構造」に照らすと、

居住誘導区域は次頁図のようになり、現状では、都市機能が市街化区域の外縁部に多

く立地していることが分かります。 

本市の市街化区域は比較的コンパクトで、さらに、まちなか（中心市街地）は約

1.5km 四方のエリアとなっており、徒歩や自転車などにより区域内を容易に移動でき

る規模ですが、まちづくりの方針（ターゲット）を踏まえ、人口減少下においても市民

の生活サービスを維持するためには、都市機能の効率的な立地誘導、拠点の集約化を

図ることが必要です。 

前章２－３）で示した「西脇市が目指す都市構造のイメージ」では、市街化区域の外

縁部に立地する様々な都市機能を、東西２つの拠点に集約し、公共交通（バス）によっ

て連携させることを示しました。具体的には、居住誘導区域Ａに位置する東の拠点を、
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医療・福祉施設が既に立地し、広域交通拠点である神姫バス営業所が立地するゾーン、

居住誘導区域Ｂに位置する西の拠点を、学校教育施設や、図書館・コミュニティセン

ター・子育て支援施設を複合施設として集約整備した施設（茜が丘複合施設「Miraie」）

が立地するゾーンと捉えます。 

 

■中心部の都市構造（居住誘導区域との関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西の拠点 

居住誘導区域Ａ 

居住誘導区域Ｂ 

東の拠点 
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（２）誘導施設の考え方 

誘導施設となり得る機能は、 

・本市を支える中核的機能を担う拠点（中心拠点）として想定される機能 

・生活に身近で日常生活圏域に必要と想定される機能 

に区分され、具体的には下表に示す機能に分類されます。 

本計画では、現状の立地状況及び「立地の適正化に関する基本的な方針」を踏まえ、

効率的かつ効果的に中心拠点機能を２つの拠点に集約していきます。 

■誘導施設となり得る機能 

都市機能 中心拠点に想定される機能 地域拠点に想定される機能 

行政機能 総合的・中核的な行政サービス
を受けることができる機能 
（例）市役所 

日常生活を営むうえで必要となる
行政窓口機能など 
（例）市役所支所など 

社会教育機能 市全域の市民を対象とした社会
教育サービスの拠点となる機能 
（例）地域交流センター 

地域における社会教育活動を支え
る拠点となる機能 
（例）コミュニティセンター 

学校教育機能 専門的で高度な教育を提供する
機能 
（例）専修学校、 
大学サテライト 

地域単位で必要な教育機能 
 
（例）高等学校、中学校、小学校 

商業機能 時間消費型のショッピングニー
ズなどに対応した、買い物、食
事を提供する機能 
 
（例）大規模商業施設 

日々の生活に必要な生鮮品、日用品
などの買い回りができる機能 
 
 
（例）食品スーパー 

医療機能 総合的な医療サービスを受ける
ことができる機能 
（例）病院 

日常的な診療を受けることができ
る機能 
（例）診療所 

高齢者向け 
福祉機能 

市全域の市民を対象とした高齢
者福祉の拠点となる機能 
 
（例）地域包括支援センター 

高齢者の自立した生活を支え、又は
日々の介護、見守りなどのサービス
を受けることができる機能 
（例）地域単位の支援センター 
通所型高齢者向け福祉施設 

子育て支援機能 市全域の市民を対象とした児童
福祉の拠点となる機能 
 
（例）子育て支援施設 

子どもを持つ世代が日々の子育て
に必要なサービスを受けることが
できる機能 
（例）地域単位の子育て支援施設 

その他生活 
サービス機能な
ど 

（例）銀行など金融機能 
健康増進施設 

（例）ＡＴＭ 
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誘導施設となり得る機能のうち、本計画では、現状で既に立地しているものの、今

後も維持・充実を図りたい施設や、新たに立地誘導を図りたい施設を中心拠点に誘導

施設として位置付けることとします。 

 

○中心拠点として位置付ける機能と区域 

これまでは、市街化区域の外縁部に比較的多くの都市機能が立地してきました。今後

の人口減少、少子高齢化、そして厳しい財政状況を鑑みると、比較的コンパクトな市街

地を形成している本市においても都市機能のコンパクト化が必要です。具体的には、施

設の集約化を図り、市民の生活サービス水準の維持が必要と考えます。 

本市では市街化区域の新興住宅地が広がる西側のエリア（居住誘導区域Ｂを中心と

したエリア）に、文教地区の機能強化のため、図書館、コミュニティセンター、子育て

支援施設を集約した複合施設として茜が丘複合施設「Miraie」を整備しています。外縁

部に立地する都市機能が人口減少などにより希薄化していくことが考えられますが、

このように先導的に公共施設を拠点に集約立地することによって、エリア価値が高ま

り、民間施設や居住も維持・誘導が図られると考えられることから、今後もこの集約し

た機能を維持するため、茜が丘複合施設「Miraie」を誘導施設として設定しました。さ

らに、都市機能の強化を図るために、子育て支援施設を新たに誘導施設として追加しま

す。 

また、医療の拠点となっている西脇病院を含む区域に、市役所の移転を契機とし、市

民交流施設や福祉の拠点を整備しました。商業施設の誘導も実現し、東の拠点整備が進

みました。 

近年の大きな事業の動きとして、幹線道路の整備・促進の取組が挙げられます。これ

らの取組により、今後、東側エリア（居住誘導区域Ａを中心としたエリア）の拠点性が

高まると考えられます。そして、当該エリアの拠点性が高まることにより、その波及効

果として中心部への都市機能の集積が期待されます。 

したがって、本市の中心部である東の拠点には、行政及び交流機能、医療・福祉機能、

また商業施設を、引き続き誘導施設として設定します。 

以上のように、これまでの市街化区域の外縁部に多く立地していた都市機能を２つ

の拠点に先導的に公共施設を中心に集約していくことにより、市民の生活サービス水

準などの維持を図っていきます。 
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■東側エリアにおける事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通結節点 

新西脇駅 

まちなか周辺エリアの 

幹線道路の整備（事業中） 

計画区間 

交通結節点から 

500ｍ 

交通結節点から 

800ｍ 

土地区画整理事業に 

向けた取組を推進中 
都市機能誘導施設 

（交流施設・行政施設

・福祉施設） 

都市機能誘導施設 

（商業施設Ⅱ） 

都市機能誘導施設 

（商業施設Ⅰ） 

（都）和布郷瀬線 
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２）都市機能誘導区域及び誘導施設の設定 

本章３－１）で整理した、都市機能誘導区域及び誘導施設の考え方に基づき、下図

のとおり都市機能誘導区域を変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ha 
 区域Ａ 区域Ｂ 計 
策定当初 56  48  104 
改定後 72 48 120 
増加面積 16 - 16 

■都市機能誘導区域改定後 
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■区域設定図（都市機能誘導区域） 

 

 

【都市機能誘導区域Ａ 
（中心拠点）】 

まちなか（中心市街地）で、交通拠点
に隣接する市の中核的な都市機能が
集積され、拠点となるエリアを中心
とする。 
⇒整備済みである医療の拠点と合わ
せ、交流や健康、福祉機能などの新
たな核となる都市機能を集約し、
周辺の空洞化が進むまちなかへの
波及効果として都市機能の誘導が
見込まれるエリアに設定 

【都市機能誘導区域Ｂ 
（中心拠点）】 

文教地区に位置付けられ、教育
文化の充実を図るため、子育て
支援施設や図書館などの複合施
設（茜が丘複合施設「Miraie」）
が拠点として立地するエリアを
中心とする。 
⇒住環境が整っており、唯一人
口が増加している区域を維持
していくため、既存の都市機
能を維持・強化していくエリ
アに設定 
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また、誘導施設は、具体的には、下表のように整理できます。 

■誘導施設一覧 

誘導施設 都市機能誘導区域 

名称 定義 
都市機能 

誘導区域 A 

都市機能 

誘導区域 B 

交流施設 

地域住民の相互交流を目的とし、地域

活性化の拠点として文化・交流などの

都市活動・コミュニティ活動を支える

中核的な「市民交流施設」 

○ ○ 

文化施設 
図書館法第２条第１項に規定する「図

書館」 
－ ○ 

行政施設 
地方自治法第４条第１項に規定する

「市役所本庁舎」 
○ － 

医療施設 
医療法第１条の５第１項に規定する

「病院」で複数診療科を備えた施設 
○ － 

福祉施設 

介護保険法第115条の 46第１項に規定

する「地域包括支援センター」、同法第

115 条の 45 第２項第４号に規定する

「在宅医療・介護連携支援」に関する相

談窓口を有する施設及び障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律第 77 条の２に規定する「基

幹相談支援センター」 

○ － 

子育て支援施設 

児童福祉法第６条の３第２項に定める

放課後児童健全育成事業を行う施設 
－ ○ 

児童福祉法第 40 条に規定する「児童厚

生施設」 
－ ○ 

商業

施設 

商業施設Ⅰ 
運動などによる「健康増進」を目的とし

た施設（150 ㎡以上を対象） 
○ － 

商業施設Ⅱ 

「日常買回り品」の購入が可能な大規

模小売店舗立地法第２条第２項に規定

する商業施設 

○ － 

教育

施設 

教育施設Ⅰ 

地域の産業振興に資する学校教育法第

１条に規定する「大学」の「サテライ

ト」、同法第 124 条に規定する「専修学

校」、又は教育に資する「研究機能（ラ

ボラトリー）」を有する施設 

○ ○ 

教育施設Ⅱ 
学校教育法第１条に規定する「高等学

校」、「中学校」、「小学校」 
－ ○ 
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○（参考）設定の基準（策定当初）  

都市機能誘導区域は、誘導施設を誘導すべきエリアとして次のように設定しました。 

 

＜都市機能を誘導すべきエリアの設定手順＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜１＞トリガーとして拠点性を高める中心拠点機能を誘導 
 

 

 

＜２＞中心拠点機能の集約化による周辺への波及効果として立地を期待する施設の立地誘導 
 

 

 

①拠点を含む 
（区域Ａ：西脇病院、市庁舎・市民交流施設） 
（区域Ｂ：茜が丘複合施設「Miraie」） 
 

②拠点、交通結節点（バス営業所）からおおむね 500～800ｍの範囲を踏まえる 
 

③都市基盤が既に整備されているエリア、誘導施設（商業施設）が既に一定集積してい
るエリアを踏まえる 
（区域Ｂ：茜が丘・野村地区中心拠点区域） 

（前提）居住誘導区域の中に設定 

④幹線道路など、明確な地形地物で区分 
（区域線の連続性を踏まえ、用途地域界も踏まえる） 
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■（参考）区域設定根拠図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500ｍ 800ｍ 

 

交通結節点 

（バス営業所） 

西脇病院 

市庁舎・ 
市民交流施設 

茜が丘複合施設 
「Miraie」 
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４ 区域設定図（総括図） 

本章２－２）で設定した居住誘導区域及び本章３－２）で設定した都市機能誘導区域

をまとめると、下図のようになります。市街化区域に対し、居住誘導区域は約 50％、

都市機能誘導区域は約 20％の面積比率となっています。 

■区域設定図（総括図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（印刷余白） 

 区域Ａ 区域Ｂ 計 
居住誘導区域 164  142  306 
都市機能誘導区域 72 48 120 
 

面積（ha） 
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第４章 防災指針 

１ 防災指針を策定する背景 

近年、全国各地で土砂災害や洪水等による自然災害が多発しており、今後も気候変

動の影響により、こうした災害が頻発・激甚化することが懸念されます。このような

自然災害に対応するため、令和２(2020)年６月に都市再生特別措置法が改正され、立

地適正化計画に防災指針を定めることになりました。防災指針は、都市の防災に関す

る機能の確保のため、居住誘導区域における災害リスクに関して定めるものです。 

様々な災害のうち、地震については、影響の範囲や程度を即地的に定め、居住誘導

区域から除外を行うことに限界があります。また、洪水、雨水出水等による浸水エリ

アは広範囲に及び、既に市街地が形成されていることも多いことから、この範囲を居

住誘導区域から全て除くことは現実的に困難であることが想定されます。このため、

居住誘導区域における災害リスクをできる限り回避あるいは低減させるなど、必要な

防災・減災対策を計画的に実施していくことが求められています。 

 

２ 防災指針策定の流れ 

防災指針の検討に当たっては、 

①災害ハザード情報と都市情報の重ね合わせによる災害リスクの分析 

②災害リスク分析を踏まえた防災まちづくりの課題と取組方針の検討 

③主に居住誘導区域における防災対策・安全確保策等の取組内容とスケジュール

の検討 

④目標値の検討 

を行うことが必要とされています。 

そこで、まず本市における災害特性を整理

した上で、主に居住誘導区域における災害リ

スク分析と課題の整理、取組方針及び内容の

検討を行い、防災指針に定めることとします。 

  

災害リスク分析 

防災まちづくりの課題と 
取組方針の検討 

取組内容とスケジュールの検討 

目標値の検討 

■防災指針の検討フロー 
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３ 本市における災害リスク 

１）本市における災害特性 

（１）土砂災害 

本市は、中国山地の東南端が播磨平野に接する地点にあることから、山々や丘陵に

囲まれています。この地形的な特徴から、山間部を中心に土砂災害警戒区域等の指定

区域が多数分布しています。 

 

 

 

 

 

 

 
 
■土砂災害ハザード 

 
 
 
 
 
 
  

（出典：国土交通省国土数値情報より作成） 

ü 土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域は、都市再生法第 81 条第 19 項、同
法施行令第 30 条の規定により、居住誘導区域に含まないこととされている。 

ü 土砂災害警戒区域は、「都市計画運用指針（国土交通省）」により、災害リスク、警
戒避難体制の整備状況、災害を防止し、又は軽減するための施設の整備状況や整備

見込み等を総合的に勘案し、居住を誘導することが適当ではないと判断される場合

は、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべきとされている。 
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（２）洪水 

本市は、中央部を加古川が流れ、杉原川、野間川沿いの平野部に集落が形成されて

おり、これまでも、風水害による浸水被害が発生してきました。特に、平成 16(2004)

年 10 月の台風 23 号による災害では、加古川が計画高水位を超え浸水被害が発生する

など大きな被害が発生しました。 

加古川水系における洪水浸水想定区域をみると、加古川水系加古川、杉原川、野間

川に沿って広範囲に浸水エリアが指定されています。 

特に想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域は、市街地においても浸水深が 5.0

ｍ以上の区域もみられます。 

また、家屋倒壊の危険のある家屋倒壊等氾濫想定区域についても、加古川、杉原川、

野間川沿いにみられます。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ü 洪水浸水想定区域は、「都市計画運用指針（国土交通省）」により、災害リスク、警
戒避難体制の整備状況、災害を防止し、又は軽減するための施設の整備状況や整備

見込み等を総合的に勘案し、居住を誘導することが適当ではないと判断される場合

は、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべきとされている。 

※計画規模降雨での洪水浸水想定区域 

河川整備の目標としている降雨により河川が氾濫した場合の洪水浸水想定のこと。 

降雨量の想定は西脇市では２日間で288mmとなっている。 

 

■洪水浸水想定区域図（計画規模降雨による浸水深） 

 

（出典：兵庫県） 
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※想定最大規模降雨での洪水浸水想定区域 

想定し得る最大規模の降雨（想定最大規模降雨）により当該河川が氾濫した場合の洪水浸水想定

のこと。降雨量の想定は西脇市では２日間で750mmとなっている。 

※家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流） 

想定し得る最大規模の降雨（想定最大規模降雨）により、流速の早い「氾濫流」が発生するおそれ

のある区域。木造家屋は倒壊するおそれがある。 

■洪水浸水想定区域図（想定最大規模降雨による浸水深） 

 

■家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流） 

 

 

（出典：兵庫県） 

（出典：兵庫県） 
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※想定最大規模降雨での浸水想定区域 

想定し得る最大規模の降雨（想定最大規模降雨）により、浸水の深さが50㎝を上回ってから50㎝

を下回るまでの時間を示したもの 

※家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流） 

想定し得る最大規模の降雨（想定最大規模降雨）により、家屋が倒壊するような「河岸侵食」が発

生するおそれのある区域 

■家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食） 

 

■浸水継続時間 

 

（出典：兵庫県） 

（出典：兵庫県） 
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２）居住誘導区域における災害リスク分析 

本市の居住誘導区域内における主な災害リスクとしては、地震による建物倒壊や河

川の洪水による浸水被害があげられますが、地震災害は、全市的な建物の耐震化対策

や不燃化対策等により災害リスクの低減を図るものであることから、ここでは洪水に

よる浸水被害と都市情報を重ね合わせてリスク分析を行います。 

 

ハザード情報 都市情報 分析の視点 

■加古川水系河川の洪水 

・浸水深（計画規模） 

・浸水深（想定最大） 

・家屋倒壊（想定最大） 

・浸水継続時間（想定最大） 

・高齢者分布 

・避難所 

・防災拠点 

・住宅・建物分布 

・都市機能（医療施設、福祉施

設） 

・高齢者に危険がないか 

・避難施設が活用できるか 

・要配慮者や病人の生命維持に

危険がないか 

・浸水による機能停止がないか 

・家屋倒壊の危険がないか 

・長期に渡る孤立がないか 

 
■災害リスクと都市情報の重ね合わせイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(出典：立地適正化計画制度（国土交通省）) 
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（１）洪水浸水深（計画規模、想定最大）×高齢者分布 

居住誘導区域Ａについては、区域の多くが想定最大降雨による浸水想定区域に含ま

れており、建物の１階部分が水没するとされる浸水深 3.0ｍ以上のエリアにも多くの

高齢者が居住しています。 

 

■高齢者分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

想定最大規模の洪水が発生

した場合、3.0ｍ以上の浸水

が想定されるエリアに高齢

者が 10 人/ha 以上の区域が

連たん 
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（出典：国土交通省） 

■居住誘導区域と浸水想定図（計画規模浸水深） 

 

■居住誘導区域と浸水想定図（想定最大浸水深） 

 

■参考 浸水深と被害

のリスク 
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（２）洪水浸水深×避難所、防災拠点 

0.5ｍ以上の水深があると大人でも歩行が困難になるとともに、車が浮いたりする

など、避難時の車の使用が危険※1であるとされており、浸水深 0.5m 以上（想定最大）

の区域は、居住誘導区域Ａの過半のエリアにみられ、エリア内に指定避難所や災害対

策拠点が立地しています。 

居住誘導区域Ａの南部には、避難所から 500ｍ※2以上離れている地域もみられ、こ

れらの地域では高齢者の徒歩での避難が困難であることが懸念されます。 

※１ 「水害ハザードマップ作成の手引き（国土交通省）」より 

※２ 高齢者の一般的な徒歩圏（「都市構造の評価に関するハンドブック（国土交通省）」より） 

■浸水エリア（浸水深 0.5ｍ以上）と避難地、防災拠点 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（出典：国土交通省） 

※防災拠点は、西脇市地域防災計画に位置付けられた災害対策拠点（市庁

舎、茜が丘複合施設 Miraie（みらいえ））と地域防災拠点（重春小学校）

をプロット 

想定最大規模の洪水が発生

した場合、0.5ｍ以上の浸水

が想定されるエリアに災害

対策拠点が立地 

想定最大規模の洪水が発生

した場合、0.5ｍ以上の浸水

が想定されるエリアに指定

避難所が立地 

■参考 浸水深と避難 

最寄りの避難所まで

500ｍ以上離れてい

るエリアが存在 
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（３）洪水浸水深×医療施設 

避難時に危険とされている、浸水深 0.5ｍ以上（想定最大）の区域は居住誘導区域

Ａの過半のエリアにみられ、医療施設（診療所）も数か所立地しています。 

 

■浸水エリア（浸水深0.5ｍ以上）と医療施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

想定最大規模の洪水が発生した

場合、0.5ｍ以上の浸水が想定さ

れるエリアに医療施設が立地 
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（４）洪水浸水深×要配慮者利用施設（老人福祉施設等） 

平成 30(2018)年の西日本豪雨や令和元(2019)年の東日本台風では、死者の多くが高

齢者で占められました。 

浸水深 0.5ｍ以上（想定最大）の区域は、居住誘導区域Ａの過半のエリアにみられ、

老人福祉施設も数か所立地していることから、高齢者の安全確保が懸念されます。 

 

■浸水エリア（浸水深0.5ｍ以上）と要配慮者利用施設（老人福祉施設等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※西脇市地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設のうち老人

福祉施設等をプロット 

（出典：国土交通省中部地方整備局資料） 

■令和元年東日本台風による被害 ■平成 30 年西日本豪雨 岡山県

倉敷市真備町の被害 

想定最大規模の洪水が発生

した場合、0.5ｍ以上の浸水

が想定されるエリアに老人

福祉施設が立地 



－ 西脇市立地適正化計画 － 
第４章 防災指針   

122 

（５）家屋倒壊（氾濫流）×住宅 

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）は、河川堤防の決壊又は洪水氾濫流により、木

造家屋の倒壊のおそれがある区域で、居住誘導区域Ａの区域内には、河川沿いから市

街地にかけて氾濫流区域が広がっており、区域内には多くの住宅系建物が立地してい

ます。 

※下図の住居系建物は、都市計画基礎調査の住居施設をプロットしているため、非木造

の建物も含まれる。 

 

■家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）と住宅分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参考 家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流） 

氾濫流：河川堤防の決壊又は洪水氾濫流により、木造家屋の倒壊のおそれのある区域 

 

 

 

 

  （出典：内閣府） 

家屋倒壊の危険のある区域

に住宅が多数立地 
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（６）家屋倒壊（河岸侵食）×建物 

家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）は、洪水時に河岸が侵食され、木造・非木造

の家屋倒壊のおそれがある区域であり、居住誘導区域Ａの区域内には、加古川の両岸

に沿って多くの建物が立地しています。 

 

■家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）と建物分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参考 家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食） 

河岸侵食：洪水時に河岸が侵食され、木造・非木造の家屋倒壊のおそれのある区域 

 

 

 

 

 

  

（出典：内閣府） 

家屋倒壊の危険のある区域

に建物が多数立地 
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（７）浸水継続時間×住宅分布 

一般的に、災害に備えて最低でも３日分（72 時間）の食料備蓄が望ましいとされて

いるところ、居住誘導区域内に浸水継続時間が 72 時間以上のエリアはありません。12

～24 時間浸水が継続するエリアは、居住誘導区域Ａの区域内に広くみられます。 

 

■浸水継続時間と住宅分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（出典：兵庫県） 

浸水時間が 72 時間以上の

エリアはないが、12～24 時

間以内の区域は広範囲に

分布 
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４ 防災まちづくりにおける課題と取組方針 

１）防災まちづくりにおける課題 

本市の場合、主に居住誘導区域Ａの区域内に洪水浸水想定区域が広く指定されてお

り、床上浸水の目安とされる浸水深 0.5ｍ以上（想定最大）の区域にも一定程度の高

齢者が居住していることから、避難体制の充実が必要です。 

想定最大規模の洪水時に建物の１階が水没するとされている浸水深 3.0ｍ以上とな

る区域も、居住誘導区域Ａの区域を中心に広範囲にみられることから、屋内（垂直）

避難では安全確保に課題があります。 

また、徒歩や自動車での避難が困難となるとされている浸水深 0.5ｍ以上の区域に

指定避難所が立地しているほか、加古川と杉原川が合流する地点周辺には、避難所ま

で 500ｍ以上離れている地域も存在しています。 

加古川と杉原川沿川には家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流・河岸侵食）がみられ、

これらの地域も屋内（垂直）避難では安全確保に課題があります。 

 

■災害リスクを踏まえた居住誘導区域における防災上の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

課題① 

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流・河岸侵食）は、河川沿いや市役所周辺などに設定さ

れており、区域内には住宅も立地していることから、リスク低減のための対策が必要

です。 

課題③ 

徒歩や自動車での避難が困難となる浸水深 0.5ｍ以上のエリアに避難所や防災拠点、

医療施設、老人福祉施設等が立地しており、避難体制の充実が必要です。 

課題② 

浸水深が深いエリアとして、建物の１階部分が水没する浸水深 3.0ｍ以上の区域は、計

画規模の洪水では見られませんが、想定最大規模の洪水においては居住誘導区域Ａの

過半の区域が該当するため、防災対策の強化が必要です。 
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■課題図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

避難所まで 500ｍ以上離れ

ている 

浸水深が 0.5ｍ以上のエリア

が広範囲にみられ、エリア内

に避難所や医療施設、老人福

祉施設が立地している 

家屋倒壊等氾濫想定区域

（氾濫流・河岸侵食）に住

宅が立地している 

浸水深が 3.0ｍ以上のエ

リアが広範囲にみられ、

エリア内に高齢者も多

数居住している 
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２）防災まちづくりの将来像と取組方針 

（１）防災まちづくりの将来像 

防災指針では、以下の対応方針の検討を行うことが必要とされています。 

・災害ハザードエリアにおける立地規制、建築規制（災害リスクの回避） 

・災害ハザードエリアからの移転促進、災害ハザードエリアを居住誘導区域から除

外することによる立地誘導（災害リスクの回避） 

・ハード、ソフトの防災・減災対策（災害リスクの低減） 

本市は、居住誘導区域の広い範囲で浸水が想定されており、想定される災害による

被害を全て防ぐことは困難ですが、ハード対策とソフト対策の両面から防災･減災に

取り組むことによって、災害リスクを可能な限り小さくすることが重要です。 

そのためには、市民や事業者と行政が一体となって地域の防災力を高めることによ

って防災･減災のまちづくりを進めることが必要であり、次のとおり防災まちづくり

の将来像を設定します。 

 

 

 

 

 

（２）防災まちづくりの取組方針 

防災まちづくりの課題と将来像を踏まえ、ハード及びソフト対策の推進により、

都市の防災性の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〈防災まちづくりの将来像〉 

 

みんなで守る みんなで築く 防災・減災まちづくり 

〇ハード対策 

 
 
 
 
 
 
 
〇ソフト対策 

 
 
 

国、県等の関係機関との連携･調整によ

る加古川流域における河川改修と内水

対策に取り組みます。 

情報の周知徹底等による災害に強い体

制づくりや、国・県と連携したソフト対

策に取り組みます。 

防災上の課題 取組方針 

課題③ 

徒歩や自動車での避難が困難

となるエリアにおける避難体

制の充実 

課題① 

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫

流・河岸侵食）におけるリスク

低減対策 

課題② 

浸水深が深いエリアにおける

防災対策の強化 
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５ 取組内容、スケジュール及び目標値 

１）取組内容 

取組内容 

（目的・概要） 

ハ
ー
ド
対
策 

加古川流域における河川改修 

【目的】台風や集中豪雨等による浸水被害の低減を図る。 

【概要】・加古川水系流域治水プロジェクトや加古川水系加古川中流圏域河川整

備計画に基づく、河道掘削、築堤、護岸整備、横断工作物改築（橋梁、

堰）等の治水対策 

・市管理河川の改修 

中心市街地等における内水対策 

【目的】中心市街地等における内水対策により治水安全度向上を図る。 

【概要】・「ながす」「ためる」「そなえる」の考えの下、地域一体での内水対策

の促進 

・幹線排水路、樋門等の改良、排水ポンプ等の整備 

・雨水ポンプ場の適切な維持管理 

ソ
フ
ト
対
策 

情報の周知徹底等 

【目的】災害リスクの周知によるリスクの低減を図る。 

【概要】・ハザードマップによる、浸水想定区域・家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫

流・河岸侵食）・避難所等の周知啓発 

・にしわき防災ネット登録の啓発・促進 

・浸水に対する住宅等の脆弱化対策の周知啓発  

・避難発令時の防災無線・にしわき防災ネット・市ホームページ・各ＳＮ

Ｓでの市民への周知、防災マップの配布 

・個別の避難計画の作成支援（個別避難計画 等） 

防災思想・知識の普及啓発及び地域防災力の強化 

【目的】防災思想や知識の普及啓発及び地域防災力の強化を図る。 

【概要】・水の学習会の開催 

・自治会への地区防災計画の作成・更新依頼 

・避難訓練を含む自主防災訓練の実施 

避難施設の確保 

【目的】避難におけるリスクの低減を図る。 

【概要】・民間施設との連携促進 

その他 

【目的】その他、各種取組の検討及び国・県との連携により、浸水拡大の抑制や被

害の低減を図る。 

【概要】・水田やため池の治水利用 

・特定都市河川浸水被害対策法に基づく対策 
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■取組図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・加古川流域における河川改修 

・情報の周知徹底等 

・防災思想・知識の普及啓発及び

地域防災力の強化 

・避難施設の確保 

・その他（水田やため池の治水利

用、特定都市河川浸水被害対策

法に基づく対策） 

場所が特定できない取組は、上記

に記載しています 

洪水浸水想定区域や家屋倒

壊等氾濫想定区域（氾濫流・

河岸侵食）の周知・啓発 

浸水に対する住宅等

の脆弱化対策の周知

啓発 

中心市街地等における

内水対策 

避難所まで 500ｍ以上離れて

いる地域における、情報の周

知徹底や地域防災力の強化 
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２）取組スケジュール 

種
別 

施策 
重点的に実施 

する地区 

実施 

主体 

実施時期の目標 

短期 

(5 年) 

中期 

(10 年) 

長期 

(20 年) 

ハ
ー
ド
対
策 

加古川水系流域治水プロジェクト

等に基づく治水対策 
加古川中流域 国、県     

 - 西脇工区 
沖田井堰上流、和

田井堰上流 
県 
R9 

  

 - 西脇工区 
鹿野大橋上流左岸、

緯度橋上流左岸 
県 
R15 

  

 - 蒲江工区（未整備） 
福地川合流地点

から畑瀬橋上流 
県 
R15   

市管理河川の改修 市全域 市       

雨水ポンプ場の維持管理 中心市街地 市    

幹線排水路、樋門等び改良、排水ポ

ンプ等の整備 
中心市街地 市    

ソ
フ
ト
対
策 

浸水想定区域・家屋倒壊等氾濫想定

区域（氾濫流・河岸侵食）・避難所等

の周知啓発 

居住誘導区域（ハ

ザードエリア内） 
市    

にしわき防災ネット登録の啓発・促

進 
市全域 市    

住宅等の脆弱化対策の周知啓発 
居住誘導区域（ハ

ザードエリア内） 
市    

避難発令時の周知、防災マップ 

配布 
市全域 市    

個別避難計画の作成支援 市全域 市    

水の学習会の開催 市全域 市    

地区防災計画の作成・更新依頼 市全域 市    

自主防災訓練の実施 市全域 市    

民間施設との連携促進 
居住誘導区域（ハ

ザードエリア内） 
市    

水田やため池の治水利用 市全域 市    

特定都市河川浸水被害対策法に基

づく対策 
市全域 国、県       

  

指定 
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３）目標値の設定 

防災指針に基づく取組の進捗状況を評価する指標及び目標値を、以下のように設定

します。 

■評価指標と目標値 

評価指標 
基準値 推計値 目標値 

令和６(2024)年  令和 22(2040)年 令和 22(2040)年 

にしわき防災ネット 

登録者数※１ 
8,608 人 － 

 

約 30％増(対基準値) 

11,000 人※２ 

地区防災計画 

作成件数※１ 

80 件 

（全自治会数） 
－ 

 

現状の維持※3 

（全ての自治会で地区

防災計画を作成） 

災害に強いまちに 

なってきていると 

感じる市民の割合※4 

32.3％ 
令和２年から６年で 

11％減 

約 18％増(対基準値) 

50％※5 

※１ 西脇市強靭化計画後期計画における目標指標と整合を図るために設定 

※２ 西脇市強靭化計画後期計画では、令和 12(2030)年の目標値を 10,000 人と設定しているが、こ

れは「にしわき防災ネット」登録者割合が、毎年約１％ずつ増加することに相当するため、令

和 22(2040)年の登録者割合を 40％と仮定し、推計人口に乗じて算定 

※３ 現状において全ての自治会で地区防災計画の策定が完了している。今後、自治会の統合も想

定されることから、現状の維持を目標とする。 

※４ 西脇市まちづくり市民アンケートにおいて、「災害に強いまちになってきている」との設問で

「そう思う」、「やや思う」と回答した人の割合 
※５ 令和３(2021)年の調査では、「そう思う」、「やや思う」と回答した人の割合が 47.6％だったた

め、それを上回る目標を設定 
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第５章 計画の推進・進行管理 

１ 居住及び都市機能の維持・誘導を図るための施策 

１）誘導施策 

立地適正化に向けたまちづくりの実現に向け、施策間連携を図りつつ、居住及び都

市機能を維持・誘導するための施策を講じていきます。 

誘導施策は、本市の最上位計画である「西脇市総合計画」や、人口減少を克服し地方

創生を目指す「西脇市まち・ひと・しごと創生総合戦略」のほか、公共交通や公共施設

などの他分野の関連計画を踏まえて設定するものであり、本市が独自に講ずる施策、

国の支援を受けて本市が行う施策、国が直接行う施策があり、本計画においては、基

本方針を踏まえ、次のように定めます。 

■課題解決のための施策の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本市が 
抱える 
課題 

まちづくり 
の方針 
 (ターゲット) 

都市のスポンジ化 

都市機能集約、特有の産業（播州織）のイノベーション効果を 
最大限に活かし、歩いて暮らせる中心市街地を再生 

健康 空き家等 交通 

人口減少 
～進学・就職期の転出超過 

による人口減少～ 

少子高齢化 
～高齢社会の進行、 

年齢構成の変化～ 

人口構成の偏在の拡大 
都市機能・ 
拠点施設の
維持 

既存の都市機能の維持
と“織りまち・にしわ
き”を築く更なる誘導
による交流や新たな価
値を創造するまちの顔
となる拠点づくり 

 

子育て環境
が充実した
“暮らし魅
力”の高いま
ちづくり 

高齢であって
も生活しやす
い、歩いて暮ら
せる健康増進
のまちづくり 

行政サービス水準の低下などが懸念 
 →生活利便性の確保、地域価値の向上による持続可能性の確保 

＜都市の再構築に向けた基本的な考え方（理念）＞ 

課題解決
のための 
 
誘導方針 
 

 

都市機能 

＋ にしわきの資源を活かす視点 

まちなかをつな
ぐ新たな基盤づ
くりとまちなか
エリアの特色を
生かした居住機
能の強化 

施策 
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〇居住及び都市機能誘導区域における誘導施策 

居住誘導及び都市機能誘導に関する基本方針を実現するため、居住及び都市機能を

維持・誘導するための施策、その目的・概要を次に示します。 

 

■誘導方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■誘導施策 

 

誘導するための施策 

（目的・概要） 

居住誘導区域 

 都市機能

誘導区域 
左記 

以外 
 Ａ Ｂ 

都
市
機
能 

公共施設の複合化による都市機能を拠点エリアへ集約整備 

【目的】暮らしやすさの確保とあわせ、機能集約による財

政負担の軽減を図る。 

【概要】地域の活性化や交流促進、健康増進活動の支援や

文化芸術活動をはじめとする幅広い市民交流の場

となり、雇用創出などに資するような市民交流施

設（機能集約を備えた複合施設）を維持する。 

    子育て・教育機能が集積する拠点施設を維持する。 

 

○ ○ ― 

 

 

○既存の都市機能の維持と“織りまち・にしわき”を築く更なる誘導による交流

や新たな価値を創造するまちの顔となる拠点づくり 

〇まちなかをつなぐ新たな基盤づくりとまちなかエリアの特色を生かした居住機

能の強化 

○子育て環境が充実した“暮らし魅力”の高いまちづくり 

○高齢であっても生活しやすい、歩いて暮らせる健康増進のまちづくり 

○：対象、－：対象外 
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誘導するための施策 

（目的・概要） 

居住誘導区域 

 都市機能

誘導区域 
左記 

以外 
 Ａ Ｂ 

空
き
家
等 

空き家・空き店舗の活用 

【目的】既存ストックのリノベーションによる良好な居住・

生活空間の創出、ビジネスユースの促進を図る。 

【概要】空き家等活用に係る補助制度（重点配分）を検討

し、誘導区域への居住・都市機能誘導を促す。 

※参考：現行制度「西脇市空き家活用支援事業補助金」 

 

○ ○ ○ 

空き家・空き地等取引の仲介 

【目的】既存ストックの活用による良好な居住空間の創出

を図る。 

【概要】空き家バンクの活用により、居住誘導を促す。 

 

○ ○ ○ 

低未利用地の有効活用 

【目的】密集市街地の改善により、良好な居住空間の創出

を図る。 

【概要】「低未利用地土地権利設定等促進計画」の策定を検

討し、狭小敷地の一体利用の促進を図る。 

 

○ ○ ○ 

交
通 

利便性の高い公共交通網の形成 

【目的】まちなかの都市機能間、まちなかと地域間のネッ

トワーク化により、移動の円滑化を図る。 

【概要】ループバス、デマンド型交通乗合タクシーなどの

利用促進を図る。併せて、利用しやすい公共交通サ

ービスの充実を図る。 

※「西脇市地域公共交通計画」との連携 

 

○ ○ ○ 

健
康 

歩行空間の整備 

【目的】誘導施設へのアクセス向上と健康増進に資する歩

行空間のネットワークを創出する。 

【概要】整備重要路線において、歩行空間の整備を行う。 

また、ウォーキングコースの整備を行う。 

 

○ ○ ○ 

 

  

○：対象、－：対象外 
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誘導するための施策 

（目的・概要） 

居住誘導区域 

 都市機能

誘導区域 
左記 

以外 
 Ａ Ｂ 

そ
の
他 

道路の整備 

【目的】まちなか区域の主要幹線道路及び生活道路の整備

により、公共交通路線の交通流の円滑化を図る。 

【概要】市民交流施設などの誘導施設周辺の道路整備を行

う。 

 

○ ○ ○ 

区画整理等による居住機能の強化 

【目的】魅力ある市街地づくりを図る。 

【概要】(都)和布郷瀬線（通称：南北道路）沿道地区におい

て、面整備手法を活用したまちづくりを進める。茜

が丘において、若者や子育て世帯に対する移住定

住促進を図る。 

 

〇 ○ ○ 

公共空間の創出 

【目的】ゆとりある公共空間の確保を図る。 

【概要】建替時のセットバックや空き地活用によりパブリ

ックスペースを充実させる。 

 

○ ○ ○ 

若者向けの学び場、人材育成の場の創出 

【目的】基幹産業（播州織）のブランド化 

【概要】素材産業からの脱却を図り、製品化までを一貫し

て行い播州織のブランド化に資するため、デザイ

ナーなどの誘致、育成へつながる場の創出 

 

○ ○ ― 

国の支援の活用 

【目的】誘導施設の建設に伴う負担軽減 

【概要】誘導区域外から区域内への事業用資産の買替特例

（課税繰延べ）などの誘導施設に対する税制上の

特例措置 

    一般財団法人民間都市開発推進機構（ＭＩＮＴＯ

機構）による金融上の支援措置 

 

○ ○ ― 

 

○：対象、－：対象外 
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２）公共交通ネットワークに関する施策 

本市では、「第２次西脇市都市計画マスタープラン」において、土地利用計画や道路

など都市づくりの基本的な方向性を示しています。交通施設の方針としては、①円滑

で快適な道路交通ネットワークの形成、②計画的な道路整備の推進、③人にやさしい

道路空間の整備促進、④公共交通及び交通結節機能の強化を掲げています。 

本計画に掲げる「コンパクト・プラス・ネットワーク」の実現においては、鉄道、路

線バス、コミュニティバスをはじめとした公共交通が「ネットワーク」を担う重要な移

動手段であり、まちなかの移動の円滑化や交通拠点の強化を図る上でも、公共交通ネ

ットワーク全体の強化が、コンパクトな都市の実現に必要となってきます。 

以上の点を踏まえ、「第２次西脇市都市計画マスタープラン」における交通施設の方

針を踏まえつつ、本計画で掲げる将来都市構造を実現するため、「西脇市地域公共交

通計画」などに基づく公共交通施策と連携した取組を検討し、展開していきます。 

 

３）公的不動産の活用方針 

都市機能の維持・誘導、そして充実に当たって、比較的小さな市街化区域に居住及

び都市機能がコンパクトに集積する本市においては、まとまった一定規模の用地の確

保が課題といえます。また、都市機能の誘導に当たっては、公共によるものだけでな

く、民間の力を活用し、公民連携で推進することが望まれます。 

既存の公的不動産や、施設の複合化などによって新たに生み出される公的不動産の

活用に当たっては、将来を見据えた適正な公共施設の配置を進めていく必要性から、

「西脇市公共施設等総合管理計画」とも連携・整合を図り、民間の力を活用した公的

不動産の有効活用を図ります。 
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４）低未利用地の有効活用と適正管理のための指針 

本来、適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、有効に利用されてい

ない空き地、空き家、空き店舗、工場跡地などの未利用地や、周辺の利用状況に比べ

て利用の程度（利用頻度、整備水準、管理状況など）が低い駐車場などの低利用地は、

適切な管理を促すだけでなく、有効利用を促すことが必要です。 

本市では、市内全域の全ての空き家などを対象として、活用及び除却への支援や適

正管理についての施策を「西脇市空家等対策計画」で定めているところです。 

これらの取組を踏まえ、特に居住誘導区域内では適切な管理を促します。また、複

数の土地の利用権などの交換・集約、区画再編を通じて、低未利用地を一体敷地とす

ることにより活用促進につながる場合、低未利用地の地権者などと利用希望者とを行

政がコーディネートすることなども今後検討します。都市機能誘導区域内では、管理

だけでなく都市機能誘導区域にふさわしい利用についても促します。 

そこで、低未利用地の有効活用と適正管理のための指針などを次のように定めます。 

 

■低未利用土地利用等指針 

種 別 指 針 

利用指針 

【都市機能誘導区域内】 

オープンカフェや広場など、商業施設、医療施設などの利用者の

利便性を高める施設としての利用を推奨すること。 

【居住誘導区域内】 

リノベーションによる既存住宅の再生及び良好な居住環境整備の

ための敷地統合などによる利用を推奨すること。 

管理指針 

【空き家】 

定期的な空気の入れ換えなどの適切な清掃を行うこと。 

【空き地等】 

雑草の繁茂及び害虫の発生を予防するための定期的な除草や、不

法投棄などを予防するため、柵の設置などによる適切な措置を講

じ、適切な管理を行うこと。 
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■低未利用土地権利設定等促進事業区域など 

項 目 内 容 

低未利用土地権利設定等促

進事業区域 
居住誘導区域 

低未利用土地権利設定等促

進事業に関する事項 

促進すべき権利設定等の種類 

：地上権、賃借権、所有権など 

立地を誘導すべき誘導施設など 

：都市機能誘導区域における誘導施設 

居住誘導区域における住宅など 

 

５）立地誘導促進施設協定に関する事項 

■立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項 

居住者などの利便を増進し、良好な市街地環境を確保するために、区域内の一団の

土地の所有者及び借地権などを有する者は、次の施設の一体的な整備又は管理を適切

に行うこととします。 

【種類】 

広場、広告塔、並木など、居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設

などであって、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施

設の立地の誘導促進に資するもの 

■立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理が必要となると認められる区域 

項 目 内 容 

立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理

が必要となると認められる区域 
居住誘導区域 
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２ 届出制度 

居住機能及び都市機能の立地の適正化を図るため、都市再生特別措置法の規定に基

づき、次のとおり届出が必要となります。 

なお、届出は次頁の建築行為又は開発行為を行おうとする場合に、原則としてこれ

らの行為に着手する 30 日前までに、行為の種類や場所などについて、市長への届出が

必要となります。届出内容に支障がある場合は調整を行い、調整の結果、必要に応じ

て勧告を行います。また、届出義務については本計画の公表時から発生します。 

さらに、都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を休

止し、又は廃止しようとする者は、休止し、又は廃止しようとする日の 30 日前までに

その旨を市長に届け出なければなりません。市長は、届出があった場合において、新

たな誘導施設の立地又は立地の誘導を図るため、当該休止し、又は廃止しようとする

誘導施設を有する建築物を有効に活用する必要があると認めるときは、当該届出をし

た者に対して、当該建築物の存置その他の必要な助言又は勧告をすることができます。

当該措置は、既存建物・設備の有効活用など機能維持に向けて対処する機会を確保す

るためのものです。 
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１）居住誘導区域外 

■住宅の建築などに係る届出（都市再生特別措置法第 88 条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■届出対象区域（居住誘導区域外） 

 

○居住誘導区域外における住宅開発などの動向を把握するため、以下の居住誘導区域外

で行われる一定規模以上の建築行為又は開発行為を行おうとする場合に届出が必要 

 

 

※開発・建築行為を行おうとする区域・敷地の全部が区域外にある場合は、届出対象 

 

市街化区域拡大図 

○開発行為 

①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

 

②１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その

規模が 1,000 ㎡以上のもの 

 

①の例示 

３戸の開発行為 

②の例示 

1,300 ㎡ 

1 戸の開発行為 

800 ㎡ 

2 戸の開発行為 

○建築等行為 

①３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

 

②建築物を改築し、又は建築物の用途を変更し

て住宅など①とする場合 

 

 

①の例示 

３戸の建築行為 

 

１戸の建築行為 
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２）都市機能誘導区域外 

■誘導施設の建築などに係る届出（都市再生特別措置法第 108 条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■届出の対象となる施設及び区域 

届出対象施設 届出が不要な区域 

届
出
が
必
要
な
区
域 

交流施設 市民交流施設 
都市機能誘導区域Ａ 

都市機能誘導区域Ｂ 

 

 

 

左 

記 

以 

外 

の 

区 

域 

 

文化施設 図書館 都市機能誘導区域Ｂ 

行政施設 市役所本庁舎 都市機能誘導区域Ａ 

医療施設 病院 都市機能誘導区域Ａ 

福祉施設 地域包括支援センターなど 都市機能誘導区域Ａ 

子育て支援施設 
放課後児童健全育成施設 都市機能誘導区域Ｂ 

児童厚生施設 都市機能誘導区域Ｂ 

商業施設 

商業施設Ⅰ 健康増進に資する施設 都市機能誘導区域Ａ 

商業施設Ⅱ 
日常買回り品の購入が可能

な施設 
都市機能誘導区域Ａ 

教育施設 

教育施設Ⅰ 

地域の産業振興に資する大

学サテライト、専修学校、 

ラボなど 

都市機能誘導区域Ａ 

都市機能誘導区域Ｂ 

教育施設Ⅱ 高等学校、中学校、小学校 都市機能誘導区域Ｂ 
 

○都市機能誘導区域外における誘導施設の立地動向を把握するため、都市機能誘導区域

外で誘導施設を有する建築物の建築行為又は開発行為を行おうとする場合に必要 

  

 

 

 
○建築等行為 

○開発行為 

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発

行為を行おうとする場合 

①誘導施設を有する建築物を新築しようと

する場合 

②建築物を改築し誘導施設を有する建築物

とする場合 

③建築物の用途を変更し誘導施設を有する

建築物とする場合 
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■都市機能誘導区域Ａ及び都市機能誘導区域Ｂ以外の届出対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市機能誘導区域Ａ以外の届出対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市機能誘導区域Ｂ以外の届出対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○下図及び右図の着色のエリアで、

市民交流施設、地域の産業振興に

資する大学サテライトなどの開

発又は建築などを行う場合 

○下図及び右図の着色のエリアで、市

役所本庁舎、地域包括支援センター

など、病院、商業施設の開発又は建

築などを行う場合 

 

 

○下図及び右図の着色のエリアで、

図書館、教育施設（高等学校、中

学校、小学校）、子育て支援センタ

ーの開発又は建築などを行う場

合 

※開発・建築行為を行おうとする区域・敷地の全部が区域外にある場合は、届出対象 

 

区域Ａ 

区域Ｂ 

区域Ａ 

区域Ｂ 

市街化区域拡大図 

市街化区域拡大図 

市街化区域拡大図 
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３ 計画の評価方法及び管理 

立地適正化に関する基本方針の実現に向けた目標を定量化する「評価指標」を設定し

ます。また、評価指標は進捗管理のための「目標値」を設定します。 

 

１）評価指標（目標値）の設定 

本計画における目標値を次のとおり整理します。 

 

【本計画における評価指標と目標値（策定当初）】 

基本方針を踏まえて実施する施策の効果により、利便性が高く生活しやすい居住環

境が創出されます。そこで、その達成状況を把握する評価指標を設定します。目標値

は、現状すう勢で人口密度の低下が推測される中、現在の「市街化区域内の人口密度」

を「居住誘導区域内」で確保するものとして次の人口密度を設定します。 

■目標値に対する現況値の評価 

評価指標 
基準値※１ 推計値※２ 目標値 現状値 

平成 27(2015)年 令和 22(2040)年 令和 22(2040)年 令和５(2023)年 

居住誘導区域内の 

人口密度 

 

 

 

 

32.1 人/ha 

（市街化区域内） 

 

 

約 17％減 

 

26.5 人/ha 

（居住誘導区域内） 

 

 

約 21％増(対推計値) 

（現状の維持） 

32.1 人/ha 

（居住誘導区域内） 

33.1 人/ha 

※１ H27 年国勢調査人口を基に算出 

※２ 現状すう勢（施策を講じない場合）の将来人口推計で、H22 年国勢調査により作成した人口分布図を

基に、社人研にて公表されている要因を加味し 100ｍメッシュごとに推計して算出 

 

■【参考】人口移動イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本計画における評価指標と目標値（今回）】 

引き続き、策定当初と同様の評価指標と目標値とします。 

+1,700 人 

450 人 

1,250 人 
20 年後も居住誘導区域内の人口密度
を維持するためには、 
現状すう勢に対して 
1,700 人の居住誘導区域外から区域内
への人口移動が必要 
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【誘導方針・施策ごとの評価指標と目標値／都市機能・居住の一定エリア内維持（策定当初）】 

都市機能の維持並びに居住誘導区域内の人口密度を一定程度維持することで、当該

区域のエリア価値が維持されるものと考えられます。そこで、その宅地の価値を把握

する評価指標を設定します。目標値は、地価の下落を抑制する値を設定します。 

 

■目標値に対する現況値の評価 

評価指標 
基準値※１ 推計値※２ 目標値 現状値 

平成 30(2018)年 令和 22(2040)年 令和 22(2040)年 令和５(2023)年 

都市機能誘導区域内の 

固定資産税評価額（宅地） 

 

 

 

19,100 円/㎡ 

（市街化区域内） 

 

 

約 35％減 

 

12,300 円/㎡ 

 

 

 

約55％増(対推計値) 

（現状の維持） 

19,100 円/㎡※3 

（都市機能誘導区域内） 

18,854 円/㎡ 

（都市機能誘導区域内） 

居住誘導区域内の 

固定資産税評価額（宅地） 

 

19,100 円/㎡ 

（市街化区域内） 

 

 

約 35％減 

12,300 円/㎡ 

 

 

 

約24％増(対推計値) 

15,300 円/㎡※4 

（居住誘導区域内） 

19,207 円/㎡ 

（居住誘導機区域内） 

※１ 西脇市税務課資料により算出 

 市街化区域内における現況課税地目「宅地」の固定資産税評価額を課税地積で除した値 

※２ 市街化区域内の固定資産税評価額は、近年２％程度下落しており、これが現状すう勢で続いた場合を想定 

※３ 都市機能誘導区域内の１㎡当たり固定資産税評価額の平均を維持した場合 

※４ 居住誘導区域内の１㎡当たり固定資産税評価額の平均の下落率を現状すう勢の２％から１％に半減、減少度

を緩やかにした場合 

 

【誘導方針・施策ごとの評価指標と目標値／都市機能・居住の一定エリア内維持（今回）】 

引き続き、策定当初と同様の評価指標と目標値とします。 

 

 

 

 



－ 西脇市立地適正化計画 － 

第５章 計画の推進・進行管理 

146 

【誘導方針・施策ごとの評価指標と目標値／健康増進・元気高齢者の増加（策定当初）】 

毎年実施している「西脇市まちづくり市民アンケート」によると、日頃から健康に暮

らしている人は、平成 24(2012)年度は 84.0％であったのに対し平成 29(2017)年度は

85.0％と微増、健康づくりのために何らかの活動・取組（ウォーキングや体操など）を

している人は平成 24(2012)年度 47.6％であったのに対し平成 29(2017)年度は 46.2％

と微減しています。 

介護予防などの施策とあわせて、ハード面でも健康交流機能の整備を図り、都市機

能誘導施設や公共交通を便利に利用できる人の割合を増加させるとともに、歩行者が

安全に通行できるような道路（歩道）整備などを通して、歩きたくなる環境整備やウォ

ーキングコースの整備を行い、歩いて暮らせるまちづくりを推進します。 

 

健康増進に関する市民の活動実態を把握する評価指標と、コンパクトシティの多様

な効果のひとつである健康増進効果を把握する評価指標を設定します。目標値は、

「健康日本 21（第二次）」（厚生労働省）における目標値の設定を勘案して、身体活

動・運動に対する意識に市民の意識・行動を３割程度高める値で設定します。また、

日常生活における歩数の増加（＋1,500 歩）を目指します。 

 

■目標値に対する現況値の評価 

評価指標 
基準値 推計値 目標値 現状値 

平成 29(2017)年 令和 22(2040)年 令和 22(2040)年 令和５(2023)年 

健康づくりのための

活動・取組を行って

いる市民の割合 

46.2％※1 － 

 

 

約３割増 

(対基準値) 

60％ 

58.5％ 

※１ 西脇市資料（H29 年度西脇市まちづくり市民アンケート） 

 
■目標値に対する現況値の評価 

     

     

     

     

     

     

 

評価指標 
基準値 推計値 目標値 

平成 30(2018)年 令和５(2023)年 令和 22(2040)年 

歩行量（歩数） 4,500 歩/人・日 4,850 歩/人・日 

 

 

＋1,500 歩/人・

日 

（対 H30(2018)） 
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また、「歩く」ことが心身に及ぼす影響は多種多様といえますが、１日当たり歩行量

（歩数）が１歩違うことにより年間の医療費が異なるとも言われており、「歩く」こと

により健康増進効果が期待できます。そこで、高齢者の健康増進度を把握する評価指標

を設定します。目標値は、健康増進施策を通して、特に認定率の割合が高い後期高齢者

の「要支援・要介護認定率」が下がる値を設定します。 

 

 

■目標値に対する現況値の評価 

評価指標 
基準値 推計値 目標値 現状値 

平成 28(2016)年 令和 22(2040)年 令和 22(2040)年 令和５(2023)年 

後期高齢者の 

要支援・要介護 

認定率 

32.9％ － 

 

 

約 1.4％減 

31.5％ 

32.5％ 

※１ 西脇市資料（第７期西脇市高齢者安心プラン（西脇市高齢者福祉計画・介護保険事業計画））より 

実績値を採用 

※２ 健康増進施策効果として、後期高齢者認定率が、「第７期西脇市高齢者安心プラン」の成果目標毎年

0.2％減少が、H31 年度から後期高齢化者の増加が推測されているＲ７年度まで続き、そのあとＲ８

年度以降は認定率を維持していくと仮定 

 

【誘導方針・施策ごとの評価指標と目標値／健康増進・元気高齢者の増加（今回）】 

引き続き、策定当初と同様の評価指標と目標値とします。 
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【誘導方針・施策ごとの評価指標と目標値／公共交通（策定当初）】 

まちなかの都市機能間、まちなかと地域間のネットワーク化により、公共交通の利

便性が向上し、公共交通利用者の増加が見込まれることから、公共交通の利用状況を

把握するための評価指標を次のとおり設定します。 

 

■目標値に対する現況値の評価 

評価指標 
基準値 推計値 目標値 現状値 

平成 29(2017)年 令和 22(2040)年 令和 22(2040)年 令和５(2023)年 

公共交通の年間の

延利用者数※１ 
18,090 人/年 

 

 

約 5％減 

17,100 人/年 

 

 

約 35％増(対推計値) 

23,000 人/年 

61,373 人/年 

※１ 本市が運営するコミュニティバスとデマンド型交通の 10 月～９月の延利用者数 

基準値…H28 年 10 月 1 日～H29 年９月 30 日の実績値 

推計値…基準値×高齢者人口変動率（H29 と H52 の比較値：94.5％） 

目標値…推計値×35％（デマンド型交通を導入した県下の都市の利用者増加率実績を採用） 

 

【誘導方針・施策ごとの評価指標と目標値／公共交通（今回）】 

令和３(2021)年度の公共交通の再編により、策定当初から利用者が大幅に増加した

ことから、「西脇市地域公共交通計画」の方針と整合を図り、以下のとおり目標値を改

定します。 

 

■改定案 

評価指標 
基準値 推計値 目標値 現状値 

令和５(2023)年 令和 22(2040)年 令和 22(2040)年 令和５(2023)年 

公共交通の年間

の延利用者数 
64,927 人/年※１ 

 

 

約 5％減※２ 

61,000 人/年 

 

 

約 6.5%増(対推計値) 

（現状の維持） 

65,000 人/年 

64,927 人/年 

※１ コミュニティバス「おりひめバス」、ループバス「めぐリン」、デマンド型交通乗合タクシー「む

すブン」の年間利用者数（R5 年４月１日～R6 年３月 31 日の１年間の利用者数） 

※２ 推計値…基準値×高齢者人口変動率（R2 と R22 の比較値：94.4％） 
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【誘導方針・施策ごとの評価指標と目標値／空き家（当初）】 

その他連携施策として、空き家に関する評価指標を次のとおり設定します。 

 

■目標値に対する現況値の評価 

評価指標 
基準値 推計値 目標値 現状値 

平成 29(2017)年 令和 22(2040)年 令和 22(2040)年 令和５(2023)年 

まちなか※１の 

空き家解消 
７戸/年※２ － 

 

 

10 戸/年※３ 

16.8 戸/年 

※１ まちなか（中心市街地）を基本とする「居住誘導区域Ａ」内とする。 

※２ 基準値…H28 年 10 月（「西脇市空家等対策計画」策定）～H29 年８月末の実績値 

※３ Ｒ元年から、10 戸/年の解消を目標とするため、22 年間で 220 戸の解消が目標となります。 

 

【誘導方針・施策ごとの評価指標と目標値／空き家（今回）】 

引き続き、策定当初と同様の評価指標と目標値とします。 
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２）目標の達成により期待される効果 

各施策における目標値を達成することにより、次の効果が期待されます。 

 

居住誘導区域内の人口密度を一定程度維持することで、都市機能の維持を図り、当

該区域の地価の下落を抑制し、行政運営に必要な自主財源の確保に寄与します。 

 

■効果指標と期待される効果 

効果指標 目標の達成により期待される効果※１ 

市税収入の 

減少の抑制 

（固定資産税 

・都市計画税） 

22 年間（H30(2018)から R22(2040)）の市税収入 

（現状すう勢（収入減少）の抑制）累計額約７億円※２ 

※１ 目標値と推計値との差、固定資産税及び都市計画税を用いて算定 

都市機能誘導区域及び居住誘導区域の宅地面積は、市街化区域と各誘導区域面積比を按分 

※２ 区域区分廃止より、累計額に変更が生じる見込みがある。 

 

また、健康増進効果として、医療・介護費の抑制が図られ、将来の少子高齢化社会

における財政負担（扶助費など）の増加の低減につながり、行政運営を健全化する支出

減少に寄与します。 

 

■効果指標と期待される効果 

効果指標 目標の達成により期待される効果 

介護保険給付費の 

増加の抑制 

22 年間（H30(2018)から R22(2040)）の介護保険給付費※１ 

（現状すう勢（支出増加）の抑制）累計額約５億円 

（うち、市負担分約 0.4 億円） 

医療費の増加の抑制 

【後期高齢者の要支援認定率減少に伴う効果】 

22 年間（H30(2018)から R22(2040)）の医療費※２ 

（現状すう勢（支出増加）の抑制）累計額約 10 億円 

（うち、市負担分約 0.8 億円） 

【１日当たり歩行量（歩数）増加に伴う効果】 

22 年間（H30(2018)から R22(2040)）の医療費※３ 

（現状すう勢（支出増加）の抑制）累計額約 56 億円 

※１ 本市における認定者（うち要支援）の１人当たり年間介護保険給付費実績値を用いて算定 

※２ 本市における認定者（うち要支援）の１人当たり年間医療費実績値を用いて総額を算定 

市負担分は、現行制度におけるおおむねの負担割合 1/12 を適用して算出（※１・２ともに） 

※３ 国の推計値である１日当たり 1,500 歩の歩行量（歩数）の増加により、年間３万５千円の医

療費抑制効果（１人当たり年間医療費約 40 万 7千円）を用いて算定。なお、歩行量（歩数）

増加者数は、社人研推計人口に対し、40 歳以上の６割の人が 22 年かけて１日当たり 1,500

歩増加を達成したと仮定  
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■施策による目標を達成することにより期待される効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市が 
抱える 
課題 

まちづくり 
の方針 
 (ターゲット) 

健康 空き家等 交通 

＜都市の再構築に向けた基本的な考え方（理念）＞ 

課題解決
のための 
 
誘導方針 
 

 

都市機能 

人口密度（居住誘導区域内：維持） 

固定資産税評価額（宅地） 
（都市機能誘導区域内：維持） 
（居住誘導区域内：低下の抑制） 

健康づくりの活動・取組 
（向上） 

歩行量（歩数）（向上） 

後期高齢者の 
要支援・要介護の認定率 
（低下） 

公共交通の利用者 
（維持） 

目標 

効果 収入減少の抑制 

空き家（解消） 

支出増加の抑制 

持続可能な都市経営 

都市のスポンジ化 

行政サービス水準の低下などが懸念 
 →生活利便性の確保、地域価値の向上による持続可能性の確保 

都市機能集約、特有の産業（播州織）のイノベーション効果を 
最大限に活かし、歩いて暮らせる中心市街地を再生 

＋ にしわきの資源を活かす視点 

財政収入減少（固都税※､住民税など） 財政支出増加（医療・介護費など） 

都市機能・ 
拠点施設の
維持 

※固都税：固定資産税・都市計画税 
 

都市機能の維持と“織
りまち・にしわき”を築
く更なる誘導による交
流や新たな価値を創造
するまちの顔となる拠
点づくり 

 

子育て環境
が充実した
“暮らし魅
力”の高いま
ちづくり 

高齢であって
も生活しやす
い、歩いて暮ら
せる健康増進
のまちづくり 

まちなかをつな
ぐ新たな基盤づ
くりとまちなか
エリアの特色を
生かした居住機
能の強化 

人口減少 少子高齢化 

人口 

施策 
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３）計画の評価方法及び管理 

本計画は、おおむね 20 年後の都市の姿を展望しており、目標年度を令和 22(2040)

年と設定しています。本計画の実現に向け、Ｐ（Plan）⇒Ｄ（Do）⇒Ｃ（Check）⇒Ａ

（Act）サイクルの考え方により、おおむね５年ごとを目安に、本計画で設定した目標

値の達成状況の評価を行います。 

計画の評価をもって、計画に見直しが必要となった場合は、計画期間中であっても

必要に応じ適宜改定を行います。 

 

■計画のＰＤＣＡサイクル概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ Ｄ

ＣＡ

(Do) 

 

(Check) 

 

(Act) 

 

(Plan) 

 

✔ 施策の実施 
 

✔ 目標値・施策の 
  評価検証 
 
 
 
 

 

✔ 目標値・施策の 
  見直し 
✔ 誘導区域及び 
施設の見直し 

計画の評価 

 
計画の見直し 

 

計画の策定（改定） 

 
計画の実行 
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参考資料 

１ 用語説明 

あ行                       

アクションプラン 

目的を成し遂げるための基本方針及び

実施する具体的な行動内容を示した計画

のこと。 

 

イノベーション効果 

技術革新によってもたらされる効果の

こと。 

 

ＳＤＧｓ 

「Sustainable Development Goals（持続可

能な開発目標）」の略称で、平成 27(2015)

年９月の国連サミットで採択された、「誰

一人取り残さない」持続可能でよりよい社

会の実現を目指す世界共通の目標であり、

令和 12(2030)年までに達成すべき 17 のゴ

ールと 169 のターゲットから構成されてい

る。 

 

か行                

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流・河岸侵

食） 

想定最大規模降雨により河川が氾濫し

た場合に、家屋等の倒壊・流失をもたらす

ような堤防決壊に伴う激しい氾濫流や河

岸侵食の発生することが想定される区域

のこと。 

 

基幹的市街地 

都市の中心的な役割を担う地域のこと。 

 

既存ストック 

整備済みの道路や公園などの都市施設

や住宅などの建築物をいう。 

 

基準地価 

国土利用計画法による土地取引規制の

基準とするため、都道府県が毎年１回（通

常は７月１日）公表している地価のこと。 

 

急傾斜地崩壊危険区域 

がけ崩れ（急傾斜地の崩壊）による災害

から住民の生命を保護するため、がけ崩れ

を誘発・助長するような行為を制限する必

要がある土地や、急傾斜地崩壊防止工事を

行う必要がある土地のこと（急傾斜地法第

３条）。 

 

区域区分 

無秩序な市街化を防ぐとともに、計画的

なまちづくりを進めるため、市街化を進め

る区域（市街化区域）と市街化を抑制する

区域（市街化調整区域）に区分する制度の

こと（都市計画法第７条）。 

 

公共交通 

不特定多数の人が利用できる交通機関

のこと。鉄道（地下鉄を含む。）のほか、軌

道（道路に敷設される鉄道−路面電車、モノ

レール、新交通システムなど）、バス、タク

シー、フェリー、航空機などがその代表 

 

公示地価 

地価公示法に基づき、土地価格の指標を

示し、適正な地価の形成を図ることを目的

に、国土交通省が、毎年一回（通常は１月
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１日）公表している地価のこと。 

 

洪水浸水想定区域 

大雨により河川が氾濫した場合に浸水

が想定される区域のこと。 

 

交通結節点 

鉄道やバス、タクシー等の複数の交通機

関が集まり、相互乗換えや連絡等が円滑に

行える場所のこと。駅前広場やバスターミ

ナルなどを指す。 

 

公的不動産（ＰＲＥ） 

国や地方公共団体などが保有する不動

産のこと。 

 

国土数値情報 

国土形成計画、国土利用計画の策定等の

国土政策の推進に資するために、地形、土

地利用、公共施設などの国土に関する基礎

的な情報をＧＩＳデータとして整備した

もの 

 

国土数値情報（３次メッシュ） 

全国の土地利用状況について、３次メッ

シュ（１km メッシュ）ごとに、各利用区分

（田・畑・果樹園・森林・荒地・建物用地・

幹線交通用地・湖沼・河川等）の面積を整

備したもの 

 

国立社会保障・人口問題研究所（社人研） 

人口や世帯の動向を捉えるとともに、内

外の社会保障政策や制度についての研究

を行っている厚生労働省に所属する国立

の研究機関 

 

コミュニティバス 

既存バス路線ではカバーしきれていな

い交通空白地域等において、住民の利便性

向上のため、市が運行に関与している乗合

バスのこと。 

 

コンパクト・プラス・ネットワーク 

人口減少・高齢化が進む中、地域の活力

を維持するとともに、医療・福祉・商業な

どの生活機能を確保し、高齢者が安心して

暮らせるよう、地域公共交通と連携して、

コンパクトなまちづくりを進める考え方

のこと。 

 

さ行                              

サテライト 

英語の satellite（衛星）の音訳。転じ

て、本体に付属している機関や施設のこと。 

 

市街化区域 

都市計画法に基づく都市計画区域のう

ち、市街地として積極的に整備・開発する

区域のこと。具体的には、既に市街地を形

成している区域及びおおむね 10 年以内に

優先的かつ計画的に市街化を図るべき区

域をいう（都市計画法第７条）。 

 

市街化調整区域 

都市計画法に基づく都市計画区域のう

ち、市街化を抑制すべき区域をいう（都市

計画法第７条）。 

 

消滅可能性自治体 

若年女性人口が令和２(2020)年から令和

32(2050)年までの 30 年間に 50％以上減少
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すると推計される自治体のこと。 

 

人口集中地区（ＤＩＤ区域） 

国勢調査において、都市的地域を表す指

標として設定される。人口密度が 40 人/ha

以上の基本単位区が互いに隣接し、合わせ

て人口が 5,000 人以上となる地区。英語に

よる Densely Inhabited District を略し

てＤＩＤとも呼ばれる。 

 

人口動態 

二つの時点間の人口の変化。通常一年間

の出生・死亡・移動・結婚・離婚の数で把

握する。 

 

浸水継続時間 

想定最大規模降雨により河川が氾濫し

た場合に、浸水深 0.5m 以上が継続する時間

を示したもの。 

 

Society 5.0 

第５期科学技術基本計画において提唱

される。サイバー空間（仮想空間）とフィ

ジカル空間（現実空間）を高度に融合させ

たシステムにより、経済発展と社会的課題

の解決を両立する人間中心の社会のこと。 

狩猟社会(Society1.0)、農耕社会 

(Society2.0)、工業社会(Society3.0)、情

報社会(Society4.0)に続く、新しい社会を

指す。 

 

た行                              

代表交通手段分担率 

調査地域内で１日に生じた全トリップ

（１つの目的を持った移動）数における、

ある交通手段が代表交通手段であるトリ

ップ数の割合のこと。 

 

地域拠点 

商業・地域活動拠点・医療といった機能

が比較的集積し、都市拠点と連携すること

によって、市民の日常生活を支える地域の

拠点 

 

地域包括支援センター 

地域住民の心身の健康の保持及び生活

の安定のために必要な援助を行い、地域住

民の保健医療の向上及び福祉の推進を包

括的に支援することを目的として設置さ

れた機関 

 

地区計画 

良好な都市環境の整備と保全を図るた

めに、地域のまちづくりの目標に併せ、道

路などの地区施設を定めたり、用途地域な

どで定められている建築ルールを厳しく

したり、緩和したりしながら、地域の特性

に応じたルールを定めることができる制

度（都市計画法第 12 条の５）。広義には、

地区計画のほか防災街区整備地区計画、沿

道地区計画、集落地区計画も含めた地区計

画等の全体を指すこともある。 

 

デマンド型交通 

予約型の運行形態の輸送サービスのこ

と。 

 

特定都市河川浸水被害対策法 

著しい浸水被害が発生するおそれがあ

る都市部を流れる河川及びその流域につ

いて、流域の浸水被害を防止するため、雨

水貯留浸透施設の整備や雨水流出抑制の
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規制等を行い、水害に強いまちづくりを推

進する法律 

 

特別指定区域制度 

市街化調整区域で、少子高齢化や過疎化

の進んでいる地域において、市や地域のま

ちづくり団体が住民と協働し、土地利用計

画を策定した場合に、市からの申出により

県が市街化調整区域における建築許可要

件の一部を緩和することで、計画に即した

まちづくりを実現していくもの 

 

都市機能 

商業・サービス、福祉、教育・文化、観

光・交流、産業支援、居住など、都市的な

活動を営むための各種機能のこと。 

 

都市機能増進施設 

立地適正化計画での都市機能誘導区域

内の誘導施設で、居住者の共同の福祉や利

便性の向上を図るために必要な施設であ

って、都市機能の増進に著しく寄与するも

の 

 

都市計画運用指針 

国として、今後、都市政策を進めていく

上で都市計画制度をどのように運用して

いくことが望ましいと考えているか、また、

その具体の運用が、各制度の趣旨からして、

どのような考え方の下でなされることを

想定しているかなどについての原則的な

考え方を示すもの 

 

都市計画基礎調査 

都市計画に必要な事項に関する基礎資

料として、都市の現況及び動向を把握する

ために実施するもの（都市計画法第６条第

１項） 

 

都市計画区域 

都市計画法で定められた規制の対象に

なる地域のこと。 

 

都市計画マスタープラン 

長期的視点に立った都市の将来像を明

確にし、その実現に向けての大きな道筋を

明らかにするもの。法定の都市計画マスタ

ープランには都道府県の定める都市計画

区域の整備・開発及び保全の方針（区域マ

スタープラン：都市計画法第６条の２）と

市町村の都市計画に関する基本的な方針

（市町村マスタープラン：都市計画法第 18

条の２）の２つの種類がある。 

 

都市構造 

自然環境や土地利用、積み重ねた社会資

本等を基盤として、主要な都市機能の配置

など都市の骨格的な構造を示すもの 

 

都市のスポンジ化 

都市の内部において、空き家、空き地等

の低未利用の空間が、小さな敷地単位で、

時間的・空間的にランダム性をもって、相

当程度の分量で発生する現象 

 

土砂災害防止法 

土砂災害から国民の生命を守るため、土

砂災害のおそれのある区域について危険

の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新

規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソ

フト対策を推進しようとするもの 
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土砂災害警戒区域 

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住

民等の生命又は身体に危害が生じるおそ

れがあると認められる区域。イエローゾー

ンと呼ばれる（土砂災害防止法第７条）。 

 

土砂災害特別警戒区域 

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建

築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体

に著しい危害が生じるおそれがあると認

められる区域。レッドゾーンと呼ばれる

（土砂災害防止法第９条）。 

 

トリガー 

拳銃の引き金の意味。転じて、一連の出

来事のきっかけとなるもの。ある現象のけ

ん引役となるもの 

 

な行                              

二次救急拠点病院 

主に救急車により搬送され入院が必要

なケガや病気を対象とした救急医療のこ

とを二次救急医療といい、その拠点となる

病院のこと。 

 

は行                                

パーソントリップ調査 

「どのような人が」「いつ」「どこから」

「どこへ」「どのような目的で」「どのよう

な交通手段を利用して」動いたのかについ

て調査し、人の一日の全ての動きを捉える

もの。その調査結果は、交通計画を検討す

るための基礎的なデータとして活用され

ている。 

 

ハザードエリア 

地震や津波、洪水、土砂災害などの自然

災害によって、大きな被害を受けるおそれ

のある地域のこと。 

 

ビジネスユース 

業務用に使用すること。本計画では、ビ

ジネスパーソンやクリエイターが地域に

新たな価値を生み出す働き場としての使

用のこと。 

 

ＰＤＣＡサイクル 

プロジェクトの実行に際し、「計画をた

て（Plan）、実行し（Do）、その評価（Check）

に基づいて改善（Action）を行う、という

工程を継続的に繰り返す」仕組み（考え方）

のこと。民間企業では品質向上や経費削減

などに広く用いられてきた方法で、近年で

は「行政評価」が盛んに導入されている。 

 

ま行                                       

モータリゼーション 

英語で「動力化」「自動車化」を意味する

言葉で、自動車が社会と大衆に広く普及し、

生活必需品となる現象。狭義では、自家用

乗用車の普及という意味で言われること

が多い。 

 

モビリティ・マネジメント 

日常生活における移動について一人ひ

とりが考えることで、過度に自動車に依存

した状態から、社会にも個人にも望ましい

公共交通や自動車、徒歩等の多様な移動手

段をかしこく利用する状態に、自発的な転

換を促すコミュニケーションを中心とし
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た取組 

 

や行                                    

用途地域 

建築物が無秩序に混在することを防ぐ

ため、住居、商業、工業など市街地の大枠

としての土地利用を定めた、第１種低層住

居専用地域など 13 種類の地域。用途地域ご

とに適用する建築物の容積率、建ぺい率な

どを併せて都市計画に定める（都市計画法

第８条、同９条）。 

 

幼保連携型認定こども園 

学校教育・保育及び家庭における養育支

援を一体的に提供する施設とし、学校及び

児童福祉施設としての法的位置付けを持

つ単一の施設であり、内閣府が所管する。

設置主体は、国、自治体、学校法人、社会

福祉法人に限られる（株式会社等の参入は

不可）。 

 

ら行                              

流域治水プロジェクト 

河川管理者が主体となって行う治水対

策に加え、氾濫域も含めて一つの流域とし

て捉え、その河川流域全体のあらゆる関係

者が協働し、流域全体で水害を軽減させる

治水対策のことで、全国 109 の一級水系、

約 600 の二級水系で策定・公表されている

（Ｒ６.３末時点）。 

 

ロードサイド 

国道あるいはこれに準ずる主要道路の

沿道で、通りに面していること。 

 

 

 

 


